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【開催日】 令和５年２月２７日（月） 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後３時６分 

【出席委員】 

分科会長 長谷川 知 司 副分科会長 宮 本 政 志 

委員 伊 場   勇 委員 岡 山   明 

委員 笹 木 慶 之 委員 古 豊 和 惠 

委員 前 田 浩 司   

【欠席委員】 

 なし 

【委員外出席議員等】 

議長 髙 松 秀 樹   

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 総務部長 川 地   諭 

総務課長 河 田 圭 司 総務課課長補佐兼総務係長 奥 田 孝 則 

総務課総務係主任 田 島 正 秀 総務課危機管理室主任 藤 本 信 哉 

消防課長 橋 本 俊 昭 消防課課長補佐 乾   博 

消防課消防庶務係長 縄 田 良 弘 消防課消防団係長 梶 原 元 一 

人事課長 古 屋 憲太郎 人事課課長補佐 福 田 智 之 

人事課人事係長 藤 田 浩 子 人事課給与係長 室 本   祐 

企画部長 和 西 禎 行 企画部次長兼情報管理課長  山 根 正 幸 

企画課長 工 藤   歩 企画課主幹 池 田 哲 也 

企画課行政経営係長 福 田 淑 子 財政課長 山 本   玄 

財政課主幹兼調整係長事務取扱い  別 府 隆 行 財政課財政係長 野 原 崇 史 

情報管理課課長補佐兼情報政策係長  村 上 信 一 シティセールス課長 杉 山 洋 子 

シティセールス課課長補佐  道 元 健太郎 シティセールス課定住促進係長 水 野 雅 弘 

シティセールス課観光振興係長 渋 谷 桂 介   

教育長 長谷川   裕 教育部長 藤 山 雅 之 
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教育総務課長 浅 川  縁 教育総務課主幹兼学校施設係長事務取扱い  熊 野 貴 史 

教育総務課総務係長 福 田 麻奈美 学校教育課長 長 友 義 彦 

学校教育課主幹 佐 野 崇 幸 学校教育課主査 三 藤 恵 子 

学校教育課学務係長 三 浦 泰 平 社会教育課長 舩 林 康 則 

学校給食センター所長 和 田 秀 樹 学校給食センター主査 日 浦  操 

中央図書館長 山 本 安 彦 中央図書館副館長 増 冨 久 之 

大学推進室長 大 谷 剛 士 大学推進室副室長 高 橋 雅 彦 

大学推進室主査 大 坪 政 通 大学推進室主任 尼 﨑 幸 太 

山陽総合事務所長 篠 原 正 裕 地域活性化室主任 河 田 佳代子 

【事務局出席者】 

事務局次長 島 津 克 則 庶務調査係長 田 中 洋 子 

【審査内容】 

１ 議案第２号 令和４年度山陽小野田市一般会計補正予算（第９回）につ 

いて                  （総務文教常任委員会所管分） 

  

 

午前９時 開会 

 

長谷川知司分科会長 おはようございます。ただいまから一般会計予算決算常

任委員会総務文教分科会を開催いたします。本日の審査内容は、お手元

にあります議事日程のとおり進めます。最初に、議案第２号令和４年度

山陽小野田市一般会計補正予算（第９回）について、審査番号①、企画

部、山陽総合事務所、総務部ということで、執行部の説明をお願いいた

します。 

 

山本財政課長 それでは、議案第２号令和４年度山陽小野田市一般会計補正予

算（第９回）における歳入のうち、一般財源につきまして御説明いたし

ます。補正予算書の１４、１５ページをお開きください。まず初めに、

ページ上段の６款１項１目１節の法人事業税交付金の補正につきまして、
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御説明いたします。こちらは県税交付金でありまして、県に納付されま

した当該事業税の７．７％が市町に配分されるものでございます。補正

前の予算額１億３，０００万円につきましては、県の試算等に基づきま

して当初予算に計上したものでございますが、この度県から当該交付金

の決算見込みについて情報提供がございましたので、その数値を踏まえ

まして、３，５００万円を増額し、補正後の額を１億６，５００万円と

するものでございます。続きまして、そのすぐ下になりますけども、７

款１項１目１節の地方消費税交付金の補正につきまして御説明いたしま

す。こちらも県税交付金でありまして、県に納付されます地方消費税の

２分の１が市町に配分されるものでございます。この度は、県から当該

交付金の交付見込額が示されましたことから、その数値を踏まえまして

８，５００万円を増額し、補正後の額を１４億３，５００万円とするも

のでございます。次に、１１款１項１目１節の地方交付税でございます。

この度の補正は、令和３年度の国税決算及び令和４年度の国税収入の補

正により交付税原資の大幅な増加が見込まれる中、国において、令和４

年度の普通交付税の追加交付が決定されたことによるものです。これに

伴い、本市におきましては、１億１，１５６万３，０００円が追加交付

されておりますので、この度の補正におきましては当該追加分について

増額補正するものでございます。なお、補正後の普通交付税の額は７２

億８，２９４万円となります。続いて２０、２１ページをお開きくださ

い。ページ中ほどにあります１９款１項１目１節の財政調整基金繰入金

につきましては、この度の補正における財源調整として行うもので、３

億７，０２０万９，０００円を減額し、補正後の額を４億５，９７７万

６，０００円とするものです。なお、この度の補正によりまして、財政

調整基金の令和４年度末の予算上の残高は４３億４，３８７万３，００

０円となります。一般財源に係る説明は以上です。御審査のほどよろし

くお願いいたします。 

 

長谷川知司分科会長 歳入に係る質疑を行いたいと思います。委員からの質疑

を受け付けます。 
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伊場勇委員 法人事業税交付金と地方消費税交付金は県税ということでござい

ますが、見込みより増えたということで、この原因はどのように見込ん

でおられるでしょうか、お聞きします。 

 

山本財政課長 県税ということで、ちょっと詳細な情報を持ち合わせてはおり

ませんが、法人事業税については、国税等でもそうですけども、市税に

おいてもそうですが、法人関係税とは、近年、好調な法人、企業実績と

いいますか、企業の業績を背景にして増加傾向にあるということで、そ

ういった影響を受けて、今回、当初の県の見込みよりも伸びたというよ

うに考えています。それから消費税なんですけども、これもちょっと推

察というか、余りはっきりこうですということは難しいんですが、公開

されている情報等を見ますと、消費税は国内の取引と輸入取引の大きく

二つに分かれていまして、近年の円安、あるいは輸入する資源の高騰と

いいますか、そういった影響を受けて、輸入取引に係る消費税が増加し

ていると考えています。国内取引も若干の伸びはあるのかもしれません

が、どちらかというと輸入取引の伸びで、結果的に交付金として配分さ

れる額が増えたんだろうと推察しております。以上でございます。 

 

笹木慶之委員 ２１ページの財政調整基金繰入金の減額理由を教えてください。 

 

山本財政課長 この度の補正に係る最終的な財源調整として行ったものでござ

いますが、主には、決算を見込んだ減額が積み重なって、こういった調

整の額になったと理解しております。 

 

笹木慶之委員 なぜこれを聞いたかと言いますと、減額が大きいから聞いたわ

けですが、要は当初のもくろみとかなりかい離したということなんです

ね。それしか考えられないわけですが、どうでしょうか。 

 

山本財政課長 かい離があったといえば、その結果がこの額ということになり
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ますので、そういう評価もあるかなとは思いますが、基本的には、どう

してもその予算を大きく歳出は組んで、歳入は余り大きく見込まないと

いうのが基本的なセオリーでありますので、そこの差を埋めるために財

政調整基金を活用しております。最終的な決算を見込んでいく中で、そ

の差分というのはこういった形で生じてこようかなと思っています。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は歳入を終わりまして歳出にまいります。歳出に係る説明、先に地域活

性化室からいきましょう。 

 

篠原山陽総合事務所長 それでは、地域活性化室からこの度の補正につきまし

て御説明いたします。補正予算書の２６、２７ページをお開きください。

この度の補正は決算を見込み、不用額が生じる見込みとなりました予算

につきまして、減額するものでございます。ページの下段になりますが、

２款１項１０目地域振興費におきましては、地域おこし協力隊の活動に

要する経費につきまして、予算を減額いたしております。今年度は、６

月から１２月の期間におきまして、地域おこし協力隊の募集を行い、現

在１名の応募者に対しまして採用、着任に向けた手続を進めているとこ

ろでございます。しかしながら、今年度中の着任が見込めなくなりまし

たことから、当初予算で計上しておりました２名分の協力隊員の活動経

費を減額しております。内訳といたしましては、地域おこし協力隊の人

件費につきましては、１節報酬におきまして、会計年度任用職員報酬を

３２９万８，０００円、３節職員手当等におきまして、期末手当を６６

万円、４節共済費におきまして、社会保険料を６３万円を、それぞれ減

額しております。８節旅費におきましては、協力隊員の研修等参加旅費、

１１万７，０００円を減額しております。次に、１０節需用費におきま

しては、次のページに掛かってまいりますが、協力隊員の活動に係る消

耗品費や燃料費を合わせて３９万円減額しております。続きまして１１

節役務費におきまして、通信運搬費を１１万２，０００円、活動用公用

車の保険料を１万６，０００円、１２節委託料におきましては、地域協
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力活動支援業務委託料を１２０万円、１３節使用料及び賃借料におきま

しては、協力隊員が研修等に参加する際の有料道路の通行料を１万５，

０００円、活動用公用車に係る機械器具借上料を５１万５，０００円、

協力隊員の宿舎となる建物の借上料を６０万円の、合わせて１１２万６，

０００円。１８節負担金補助及び交付金におきましては、協力隊員が研

修に参加する際の会議負担金２万円をそれぞれ減額いたしております。

次に、３０ページ、３１ページをお開きください。２款１項３０目の厚

狭地区複合施設費におきましては、施設の設備管理に係る予算につきま

して、決算を見込み、不用額が生じる見込みとなりましたので、減額し

ております。１２節委託料におきましては、清掃業務委託料につきまし

て、入札に係る落札減による不用額が生じましたことから、清掃委託料

を２１４万６，０００円減額しております。説明は以上でございます。 

 

長谷川知司分科会長 地域活性化室からの説明が終わりました。質疑を受け付

けます。 

 

伊場勇委員 地域おこし協力隊のことで減額がたくさん出ておりますが、６月

から１２月に募集して１名の応募があったと。ただ、今年度の着任には

至らなかったその理由とは何なんですか、教えてください。 

 

篠原山陽総合事務所長 現在、採用着任に向けての手続を進めているところで

ありますが、現時点でまだ最終の合否の判定といいますか、面接審査も

できておりませんので、この３月中の着任が見込めなくなったというこ

とでございます。 

 

伊場勇委員 ６月から１２月に募集して、いつまでに決めるという仕様で募集

していたわけではなくて、とりあえず募集するけど、いつスタートとい

うのは決めてない仕様書で募集をかけて、今そういう状況になるという

ことですが、それは応募された方の都合なんですか。それには何か理由

があるんですか。地域おこし協力隊事業は余りうまくいってないと私は
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ずっと思っているので、何か弊害があって遅れているのか、どうなんで

すか。その辺を詳しく知りたいんです。 

 

篠原山陽総合事務所長 今年度の募集期間を６月から１２月と定めましたのは、

１２月の最終応募で、最終期間までに応募していただければ、急いで手

続を進めれば、３月１日の採用着任というのも可能と判断いたしまして、

１２月を応募の締切日といたしておりました。たしかに相手方の都合も

あります。相手方も仕事、あるいは生活がございますので、調整してい

く中でなかなかすぐの移動は難しいということ、それから、こちら側の

手続の進め方といたしましても、最終審査まで至ってないというところ

で、この３月中の着任が見込めないということになりました。 

 

伊場勇委員 最終選考まで至っていない理由は何なんですか。 

 

篠原山陽総合事務所長 まだ面接等の日程が決まっていないという状況でござ

います。 

 

前田浩司委員 今、応募が１名おられるということですが、この方は実際にい

つぐらいに応募されたのか。細かいところを突っ込んで申し訳ないんで

すけれども、応募の話があったのはいつぐらいなんですか。 

 

篠原山陽総合事務所長 応募がありましたのは１２月８日でございます。 

 

前田浩司委員 先ほど１２月を目途に最終決定したいんだという話があって、

１２月８日の応募で、やっぱり面接をする機会というのは、多分できな

いというのが事実だろうと思うんですけれども、まず、応募していただ

けるタイミングが余りにも遅過ぎるというのもちょっと気になるところ

があるんですけども、その辺の取組、どのようなことをされておられた

のか、お伺いいたします。応募していただくために、どのような形で募

集をかけておられたのか。 
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篠原山陽総合事務所長 令和２年度、３年度はコロナ禍ということもありまし

て、ホームページに掲載したり、あとはオンラインでのやりとりが主流

でございましたが、令和４年度につきましては、ホームページあるいは

オンラインでのやりとりに加えまして、大幅なコロナ禍での行動制限が

ございませんでしたので、東京に４回ほど出向きまして、募集イベント

やＰＲ等に参加させていただいております。その中で、応募いただいた

方もオンラインでのやりとりから対面でお会いしたり、お話したりとか

のやり取りの後、今回の応募となっております。 

 

前田浩司委員 基本的に利用者がいないから、その建物借上料という話が１３

節であったんですけれども、具体的にこれがもし進んでおれば、どのよ

うな建物を準備しておられたのか、教えていただけますか。 

 

篠原山陽総合事務所長 地域おこし協力隊の宿舎につきましては、地域活性化

室で行政財産として、旧厚狭警察署長官舎という建物を一つ管理してお

ります。それに加えまして、民間施設、アパートであったりといったと

ころを借り上げた場合ということで、この６０万円を予算計上いたして

おりました。この度は不用額となりましたので、減額したところでござ

います。 

 

岡山明委員 地域おこし協力隊員の募集の推移というか、令和２年、３年はコ

ロナ禍でなかったというお話もされてましたけど、スタートしてから隊

員の動向はどうなっているか、お聞きします。最初にスタートしたのは

いつ頃か。スタートから現状について、隊員の募集の状況がどうなっと

るか。人数的な掌握というのはどうなっていますか。 

 

長谷川知司分科会長 今年度分だけでいいですか。 

 

岡山明委員 今年度は最大２名募集ということで、予算とはちょっと離れるか
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もしれんですけど、今回補正もある状況ですから、過去の状況、毎年ど

のぐらいの人数を募集かけて、対象者になられたか分かりますか。 

 

篠原山陽総合事務所長 平成３０年に地域おこし協力隊の募集を開始いたしま

して、令和２年２月に１名ほど着任いたしましたが、令和２年７月には

退任ということになった経緯がございます。それ以降は、応募といいま

すか、電話あるいはメールでの問合せ等々は年に３、４件頂いておりま

した。しかしながら、総務省の基準であります地域要件とか、そういっ

たことになかなか合致する方がいらっしゃらなかったという経緯がござ

います。 

 

岡山明委員 ちょっと確認しますと、この制度は平成３０年からスタートして、

今年度で４年なんですけど、今の話を聞くと、令和２年に１名着任され

て退任という状況で、昨年は何人か出たと思うんですが、それ以降、令

和２年と昨年の隊員だけですか。平成３０年からスタートして、実際に

そういう予算が出たのは、令和２年と昨年の分、トータルとしては２名

という状況ですか。（「今までにということ」と呼ぶ者あり）予算の話

からちょっと離れるんですけど、予算の話も当然出てきますから、そう

いう意味で、最終的に何人が隊員になっとるのか。 

 

篠原山陽総合事務所長 地域おこし協力隊につきましては、先ほど申し上げま

した令和２年２月に着任し、残念ながら７月末に退任したという１名の

みでございます。 

 

宮本政志副分科会長 岡山委員の質疑については、この補正も踏まえて、新年

度には今日触れませんけれども新年度も重要と思うんです。平成３１年

度の事業審査の資料とか、当時の議事録があるんですけど、かなり肝煎

りでこれを始められたと思うんですよ。この補正を見ても、これまでの

結果からいくと、伊場委員も言いましたけど、この事業は果たして成功

してるのかな、うまくいってるのかなと思ったら、全くうまくいってな
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いなという感じにしか受け取れないんですよね、実績見るとね。その大

きな原因は何ですか。コロナ禍は抜きにして。 

 

長谷川知司分科会長 想定される範囲でお願いします。 

 

篠原山陽総合事務所長 実績が上がってないというのは、実際に着任した者が、

先ほど御説明申し上げました令和元年度から２年度にかけての半年間の

１名ということでございまして、地域おこし協力隊が着任した後の効果、

実績は確かに上がっていないと思います。現時点まで、それ以降着任が

ないということでございますので、委員がおっしゃるように効果は上が

っておりません。その原因というのが…… 

 

宮本政志副分科会長 今、会長が言われた想定じゃなくて、平成３１年度から

ずっと事業をしてきてるわけですよね。平成３１年度当初の説明では、

隊員は農林水産業への従事、地域ブランドや地場産品の販売ＰＲ等の地

域おこしの支援や住民の生活支援などの地域協力活動を行いながら、そ

の地域への定住・定着することを活動目的としておりますということで、

かなり肝煎りの事業として入ってきたわけですよ。だけど、この補正を

見てもこれまでの実績は上がっていないと。だから、その原因をきちっ

と捉えておられるから、新年度にも出てきてるわけですよ。新年度は新

年度でやればいいんだけど、当然原因が分かっているから新年度に反映

されてるので、内容が少し変わってましたからね。だから、その原因を

どのように捉えられたのかなということをお聞きしたいんです。どんど

ん実績が上がってこの事業がうまくいってるねというなら、当然その要

因もお聞きしたいし、この事業がうまくいってないと先ほど伊場委員も

おっしゃってますけど、私も同感なんですよ。だから、その原因をどの

ように捉えてらっしゃるかというのを聞きたいんです。コロナ禍は抜き

にしてね。 

 

篠原山陽総合事務所長 直接の原因といたしましては、実際に着任した者がい
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ないということになろうと思います。なぜ着任しないのかということに

なりますと、応募がうまくいってないということです。しっかりこちら

の思いが相手方には伝わってないというところになろうと思います。先

ほど委員から、コロナ禍は抜きにしてというお話でございましたが、令

和２年度、３年度はどうしても、リアルといいますか、対面でのお話が

できなかったということで、いろいろオンラインイベントとかには参加

してはおったんですけど、市としての持ち合わせるコンテンツも少なか

ったということで、なかなか画面上の話だけではこちらの思いが伝わら

なかったというのが一つ原因であろうと思います。それから、地域おこ

し協力隊のマーケットといいますか、市場が今売手市場でございますの

で、やはりしっかりこちらの魅力を伝える中で、相手方の要望であった

りとか、意見というのをお伺いしながら、受け入れる地域の特性もしっ

かりマッチングさせた上でお話を進めていかないと、なかなか応募、採

用、着任とつながっていかないと思っております。 

 

宮本政志副分科会長 そうですね。あとは着任された方に対するフォローとい

うのは、補正というよりも、新年度に関係するんで、また新年度のほう

で聞いていきますけど、今、全体的にはコロナ禍を理由づけにするとい

うのが物すごい世の中多いんだけど、今、所長はしっかりその辺りの原

因を捉えておられると認識したんで、その辺りは確認できました。 

 

長谷川知司分科会長 私からお聞きしますが、今まで地域おこし協力隊をされ

て、今年度まで来て、その総括というものはされていますか。来年度以

降、ちょっとシステムが変わるかもしれませんが、その総括をきちんと

して、来年度に引き継ぐということが大事かと思うんです。そのことに

ついてどう思われますか。 

 

篠原山陽総合事務所長 先ほどの御回答と重複はいたしますが、やはりどうし

ても、応募してもらうには…… 
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長谷川知司分科会長 総括をするかどうか、してるかどうかだけでいいですよ。

皆さんで話し合って、こういうことはなかったときちんと文書にして、

来年度に引き継げるようにしていただきたいというのが私の意図なんで

す。ですから総括をされてるかどうかだけお聞きします。 

 

篠原山陽総合事務所長 総括をした上で、令和５年度からの体制を整えたつも

りではございますが、しかしながら、令和５年度から変わる体制といた

しましては、ＰＲ募集、あるいはその事業の採択について、新しい部署

で総括的に取りまとめます。実際に応募があり、採用して着任となれば、

それはそれぞれの担当課が今までどおりの対応をしていくことになって

おります。 

 

長谷川知司分科会長 令和５年度は、より今までのようなことがないように、

前向きに検討されるという回答でいいですかね。 

 

古川副市長 総括は、先ほど副会長の質問に対して、総合事務所長が答えたこ

とが基本的に総括でございます。そうした中で、この数年はコロナ禍の

期間もございますけど、やはり届かなかったことがある。地域活性化室

が所管ということも、若干問題があったということの中で、令和５年度

につきましては、全庁的にということで所管替えもいたしまして、今所

長が申しましたように、コンテンツの問題、ＰＲの問題、いろいろあり

ますが、それで取り組んでいこうということで、そういうような回答に

代えさせていただきたいと思います。 

 

長谷川知司分科会長 今所長が言われたのが総括と思いますけど、それを皆さ

んが共通認識を持つためにもきちんと文書にして引き継いでいただきた

いと思います。いいですかね。ほかございませんか。（「なし」と呼ぶ

者あり）では次に行きます。消防課に行きたいと思います。消防課から

説明をお願いします。 

 



 13 

橋本消防課長 続きまして、補正予算書の４４ページ、４５ページをお開きく

ださい。９款消防費、１項消防費、１目常備消防費につきまして、当初

予算１１億２，４４０万４，０００円を３８５万円増額し、１１億２，

８２５万４，０００円とするものです。これは、宇部・山陽小野田消防

組合費分担金について、消防車両の緊急修理、給与改定に伴う給料等の

増額及び光熱水費の増額に伴いまして、６０１万円を増額するもので、

積立金の減額は、山陽消防署埴生出張所建設基金積立金について、県支

出金が当初見込みより２１６万円少なかったことによるものです。これ

については、特定財源を充てておりますので、１８ページ、１９ページ

をお開きください。１６款県支出金、２項県補助金、７目消防費県補助

金、１節消防費県補助金、石油貯蔵施設立地対策等補助金について、当

初１億５００万円を見込んでおりましたけれども、交付決定額が１億２

８４万円となったことから２１６万円を減額するものです。続きまして

４４ページ、４５ページにお戻りください。２目非常備消防費につきま

しては、当初予算６，６６０万６，０００円を６２０万円減額し、６，

０４０万６，０００円とするものです。これは、１節報酬、消防団員報

酬の減額で、消防団員が条例定数に達しなかったこと、それから、新型

コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、夏の消防操法大会、１月の

消防出初式の規模を縮小しておりますので、消防団の出動報酬の減額が

発生しておりますので、それによるものです。続きまして、３目消防施

設費につきましては、当初予算１億２，７１９万７，０００円を６２３

万２，０００円減額し、１億２，０９６万５，０００円とするものです。

これは１２節委託料、山陽消防署埴生出張所整備事業の地質調査業務委

託が完了し、不用額を減額補正するものでございます。これにつきまし

ても特定財源を充てておりますので、２２ページ、２３ページをお開き

ください。２２款市債、１款市債、７目消防債、１節消防債の消防施設

整備事業債を５７０万円減額し、９，１６０万円とするものでございま

す。消防課からは以上です。審査のほどよろしくお願いします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。委員の皆様の質疑を受け
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付けます。 

 

笹木慶之委員 消防団員のことについてお尋ねしますが、条例定数に及ばなか

ったということなんですが、条例定数は何名になっていますか。 

 

橋本消防課長 現在の条例定数は４８５人です。それに対しまして、現員の団

員数が３９４人でございます。 

 

笹木慶之委員 この４８５人というのは、市全体のものなんですが、要は、分

団が分かれてますよね。分団ごとの定数は持っておられますか。 

 

橋本消防課長 各分団ごとの条例定数をお伝えすればよろしいですか。（「伝

えなくていいですが、持っておられますか」と呼ぶ者あり）大丈夫です。 

 

笹木慶之委員 それで私が申し上げたいのは、今３９４人という確保単位なん

ですよね。約１００人近く不足しておるんですが、要は地域に偏ってな

いかということを確認したいわけです。というのが、ある分団は充足し

ておるが、ある分団は不足しておるという状態があれば、いわゆる地域

の防災力がある一面では欠落しておるということになるんですが、その

辺りはどうなのかということを確認したいわけです。 

 

橋本消防課長 傾向的に言いますと、旧小野田地区のいわゆる真ん中部分、小

野田分団、それから須恵分団がどうしてもドーナツ現象というか、人口

減少に合わせて、団員数が減っている傾向にはございます。あとは大体

均等に届いていないというのが現状です。 

 

笹木慶之委員 そうしますと、特殊な地域のみに限定した傾向ではないと理解

していいんですね。分かりました。 

 

岡山明委員 分担金ということで金額が出ています。今回、出初式で古式消防
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保存会が出場されていましたが、この分担金の中に、当然、そういう古

式消防団、消防団員であるということですよね。この分担金も消防団の

負担金の中から出るということでいいんですか。 

 

橋本消防課長 予算の常備消防費の分担金ですので、非常備消防費はあくまで

２目の非常備消防費に全部含まれております。したがいまして、公設に

出す宇部・山陽小野田消防組合費分担金というのは、あくまで常備消防

費部分だけでございますので、今お尋ねのあった小野田古式消防組保存

会に係る経費が必要であれば、非常備消防費から支出することになりま

す。 

 

岡山明委員 非常備消防費は逆に６００万円減額ですよね。今回、出初式でそ

ういうメンバーが出場していて、はしごとかがどう見ても新品と思った

から、その費用が出ていると、逆にマイナスじゃなくてプラスになるん

じゃないかと思ったんですが、そういうことはないんですか。 

 

橋本消防課長 小野田古式消防組保存会は、一つの事業者、栗栖工業がメイン

でやられているところで、日本全国で要望があればやられております。

そこに対して公費で資材をそろえるという手当てはしておりませんので、

あくまで一つの事業者、小野田古式消防組保存会の皆さんが維持管理を

していただいているという状況です。非常備消防費につきましては、先

ほどお伝えしたとおりの内容で、コロナ禍に係る参加人員の減というこ

とで、減額させてもらった状況です。 

 

岡山明委員 そうすると、消防費の中に古式消防保存会のそういう費用は出な

いということですよね。もう一つあるんですけど、古式消防団のメンバ

ーは消防団員じゃないんですか。違うんですか。 

 

橋本消防課長 前段の公費からという部分では現状は支出しておりません。小

野田古式消防組保存会には消防団員がいますかということですけども、
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何名かはいらっしゃいます。そこの事業所が２人ぐらいは消防団員がい

らっしゃったと思うので、今回披露していただいた中に消防団員の人が

いらっしゃったかもしれませんけども、基本的に一つの消防団として動

いているわけではございませんので、１事業所で小野田古式消防組保存

会という形で動いていただけるということです。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）では、

次に財政課、お願いいたします。 

 

山本財政課長 それでは、４８、４９ページをお開きください。一番下になり

ますけれども、１２款１項２目２２節地方債利子の２００万円の減額補

正につきましては、地方債利子におきまして、令和２年度繰越事業分や

令和３年度事業分の地方債の借入手続が終了いたしましたことから、決

算を見込みまして、２００万円を減額するものでございます。説明は以

上です。 

 

長谷川知司分科会長 説明が終わりました。質疑はございますか。（「なし」

と呼ぶ者あり）質疑なしということで、審査番号①については、これで

審査を終わります。どうもお疲れ様でした。ここで１０分ほど休憩いた

します。 

 

午前９時４０分 休憩 

 

午前９時５０分 再開 

 

長谷川知司分科会長分 では休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたしま

す。審査番号②、総務部からの説明をお願いいたします。 

 

古屋人事課長 それでは人事課に係る補正について御説明をいたします。２６、

２７ページを御覧ください。２款１項１目３節の退職手当でございます。
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上段の退職手当は正規職員に係る退職手当になりますけども、１２月議

会において、年度末を見越して補正をさせていただいたところでござい

ますが、その後早期退職の申出があった者から、その申出の取下げ申請

が１名ございました。また、普通退職の者が１名増えましたので、それ

を調整した額２，３４６万８，０００円を減額するものでございます。

下段の会計年度任用職員の退職手当でございます。会計年度任用職員制

度は令和２年度から始まったものでございます。名のとおり、年度単位

の雇用ということになりますけども、勤務成績が良好でかつ翌年度会計

年度のポストがあれば、更新できるということになっております。ただ

ずっと更新できるということではなくて、更新は２回まで、３年間勤務

すれば、広く門戸を開放して、要は、職安に募集をかけて再選考をしな

さいということになっております。これは国が示しているものでござい

ます。よって当初からいらっしゃる方は、今年度末で３年になりますの

で、終了ということになります。昨年１２月に説明会を開催いたしまし

て、来年度も勤務の希望がある方は、改めて応募してくださいというこ

とをお伝えしまして、応募があった方と、あと職安を通じて新規に申込

みがあった方を含めて、現在選考試験を行っているところでございます。

一定数の入れ替わりが見込まれるということと、あと当初からいらっし

ゃった方が終了となりますので、各課に改めてヒアリングを行いまして、

フルタイムではなくて、パートタイムとしてでも業務が回っていく部署

については、パートタイム化を図っていきたいと考えております。よっ

てフルタイムの方で今年度末に退職される方、また、応募されて合格さ

れて、結果としてフルからパートになられる方、約４５名程度と見込ん

でおりますが、その不足分１，３４０万８，０００円を増額するもので

ございます。次に、２目の１８節派遣職員給与費負担金でございます。

これは今県のほうから、本市の商工労働課のほうに職員を１名派遣して

いただいております。毎月の給料は県のほうで払っていただいているん

ですが、年度末にかかった人件費の全額を本市が負担するということに

なっておりますので、１，０６０万円を増額するものでございます。４

４、４５ページを御覧ください。１０款１項２目３節の会計年度任用職
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員の退職手当でございます。これは先ほど御説明したもので、今年度末

にフルで退職される方、また、フルタイムからパートタイムになられる

方も約１９名程度と見込んでおりますが、不足分４１６万８，０００円

を増額するものでございます。歳入に入ります。２０、２１ページを御

覧ください。一番下のところになりますけども、２１款４項３目２節の

雑入金でございます。派遣職員給与費負担金は、県庁のほうに今２名職

員を派遣しております。市町課と企業立地推進課でございます。また、

後期高齢者医療広域連合のほうにも２名ほど派遣しております。県庁へ

の派遣は、研修派遣ということになりますので、かかった人件費の２分

の１、また、広域連合のほうは通常の派遣ですので全額を県のほうに見

ていただけるということでございます。当初予算計上しておりましたけ

ども、決算額確定いたしましたので、５８万３，０００円を減額するも

のでございます。下の退職手当の他会計負担金でございますが、今年度

末で市長部局あるいは教育委員会部局で退職する者のうち、水道または

病院で勤務した期間があるものについては、その勤務期間を按
あん

分して、

退職手当の一部を負担していただくこととなっております。よって、歳

入として５６８万１，０００円を増額するものでございます。人事課か

らの説明は以上でございます。 

 

河田総務課長 それでは総務課分について御説明をいたします。この度の補正

につきましては、ちょうだいしました寄附金の基金への積立、また、今

年度実施しております事業についての決算を見込みました減額補正、繰

越明許費の補正となります。それでは、２６、２７ページをお開きいた

だけますでしょうか。２款１項１目一般管理費、２４節積立金の５００

万円は、個人から将来の市役所庁舎建設のためにちょうだいしました御

寄附を、庁舎建設整備基金に積み立てるための積立金となります。この

歳入につきましては、２０、２１ページをお開きいただけますでしょう

か。上の段になりますけれども、１８款１項４目総務費寄附金、１節総

務費寄附金５５０万円のうちの５００万円が寄附金の歳入となります。

この度の積立により、庁舎建設整備基金の年度末残高は２億５００万９
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５５円となる見込みでございます。続きまして、２８、２９ページをお

開きください。２款１項１４目防災費、１２節委託料８８０万円の減額

は、Ｊアラートに連動した屋外スピーカーを整備する、防災情報伝達シ

ステム整備工事に係る実施設計業務について、事業の進捗に伴い執行金

額が確定しましたことから、減額補正を行うものです。この補正財源の

補正につきましては、２２、２３ページをお開きください。下の段にな

りますけれども、２２款市債、１項１目総務債、１節総務管理債の防災

設備整備事業債を８８０万円減額しております。続きまして、３０、３

１ページをお開きいただけますでしょうか。上の段の下ほどになります

けれども、３１目本庁舎改修事業費、１２節委託料４８０万円の減額は、

市役所本庁舎の内装改修工事に係る工事監理業務につきまして、昨年１

２月５日に契約を締結し、前払金の支払を終えまして、今年度の執行金

額が確定しましたことから減額補正をするものでございます。同じく、

本庁舎改修事業費の１４節工事請負費５，８３９万４，０００円の減額

は、市役所本庁舎の外壁改修工事等が完成しまして、内装改修工事につ

きましても、１２月定例会において、契約の議決をいただきまして、前

払金の支払を終えましたので、今年度の執行金額が確定しましたことか

ら、減額補正をするものでございます。この財源の補正につきましては、

２２、２３ページをお開きいただけますでしょうか。下の段になります

けれども、２２款１項１目総務債、１節総務管理債の庁舎整備事業債を

４，８４０万円減額しております。続きまして、３０、３１ページをお

開きいただけますでしょうか。上の段の下になりますけれども、２款１

項３２目新型コロナウイルス対策費、２４節積立金の５０万円は、ふる

さと納税に伴う寄附金を、新型コロナウイルス等感染症対策基金に積み

立てるための積立金となります。この歳入につきましては、２０、２１

ページをお開きいただけますでしょうか。上の段になりますけれども、

１８款１項４目総務費寄附金、１節総務費寄附金５５０万円のうちの５

０万円が、ふるさと納税に伴う歳入となります。なお、この度の積立に

より、新型コロナウイルス等感染症対策基金の年度末の残高は、４，１

９９万９，９６９円となる見込みでございます。続きまして、７ページ
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をお開きいただけますでしょうか。表の一番上になりますけれども、繰

越明許費の補正としまして、２款１項総務管理費の本庁舎環境改善事業

４，３８６万３，０００円は、市役所本庁舎の内装改修工事について、

入札不成立により、契約に遅れが生じ、今年度中に行う予定としており

ました部署の引っ越し業務や備品の納入が令和５年度にずれ込むことに

伴い、設定をするものでございます。御説明は以上となります。御審査

のほどよろしくお願いいたします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。最初に人事課が説明され

たことについて、委員からの質疑を受け付けます。 

 

笹木慶之委員 例の会計年度任用職員のことなんですが、３年間経って、新た

に募集を行うということで、それはそれでいいんですけど、職員定数の

確保と立場において、まず正規職員の数を確定しないと会計年度任用職

員が決まらないじゃないですかね。その辺で、昨年の１２月ぐらいまで

には新たな年度の配置定数というか、これはもう既に原課には報告して

あるわけですね。まずそのことをお尋ねします。 

 

古屋人事課長 委員が言われますように、会計年度職員は補助するという立場

でございますので、まず、正規職員の配置をしっかり固めるという必要

がございます。これも人事異動になりますので、今行っているところで

はございますけども、会計年度の方も応募があった方の選考を現在行っ

ていますので、細部については今調整しているところでございます。 

 

笹木慶之委員 いや、私が言いたいことは、そもそもの地方公共団体の業務と

いうのは、正規の職員をもって充てることがいわゆる基本なんです。と

ころが、季節的なものであるとか、あるいは一時的な業務の増であると

か、あるいはそのほか多少変化あるかと思いますが、それを会計年度任

用職員で補うということであれば、元の職員の定数をきちっと確保して

おかないと、各所属の長は何人要るということが言えないじゃないです
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か。要らないかもしれない。その辺りの調整は、いつ頃、どのようにさ

れているかということを聞いたわけで、既に正規職員の、人の固有名詞

は別として、数の問題はやはり確実に確保しておかないとできないと思

うんですよね。その辺りとの関係はもう既に終わっていると理解してい

いんですか。 

 

古屋人事課長 人事ヒアリング等も行っておりますので、それぞれの部署の業

務量を見ながら、必要な職員数を確保していくというのが前提ではござ

いますので、そういったものは終わっております。また、定員管理計画

というのも作っておりますので、そういうものの中で、足りない部分と

いいますか、補助していただく部分を会計年度で雇用しているというよ

うな状況でございます。 

 

笹木慶之委員 最後になりますが、１２月の議会のときに、いわゆる定数条例

の考え方について、資料も頂きました。ある程度の考え方は分かったん

ですが、しかし、組織は人なりありませんが動いてるんですよね。やは

り、そういった動きに対して俊敏に必要定数を確保して、そして柔軟性

を持った対応ということが必要と思うんですが、その辺りの状況と会計

年度任用職員との雇用の問題を加味した上で、人員管理をされると思う

んです。もう一つ聞きたいことは、やはり固定業務の中には、定型的な、

いわゆる単純といったらおかしいが、定型業務とそうでないいわゆる企

画立案というようなものが実はあって、その辺りをきちっと加味しない

と、数だけ集めればいいというもんじゃないと思うんですよね。その辺

りの考え方はしっかり庁内で協議されておると理解していいんですか。 

 

古屋人事課長 会計年度任用職員の方は、あくまでも補助するというような立

場ではございます。ただ、長い方も結構いらっしゃいますから、経験と

か勤務年数等に応じて、それぞれの部署で役割分担されるようになろう

かと思います。ただ、基本的には補助するということでございますので、

当然会計年度がされたことは正規職員がしっかりとチェックをするとい
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うような形になっております。 

 

岡山明委員 人事関係の話で、今本庁舎の話も出ましたよね。 

 

長谷川知司分科会長 総務のほうですね。それでは、人事課は終わりまして、

次に総務課に行っていいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）では総務課

について質疑を受け付けます。 

 

岡山明委員 総務課は本庁舎の改修の話が出たもんですから、ちょっとお聞き

しようと思うんですけど、３１ページの本庁舎改修事業費の工事請負費

が５，８００万円の減額、７ページの繰越明許費補正が４，３００万円

と出とるんですけど、これは事業形態が違うということで、費用も違う

ということですか。 

 

河田総務課長 この度の補正でございますけれども、まず３１ページの工事請

負費につきましては、今年度の執行状況を見ながら減額するというもの

になっておりまして、一方、７ページの繰越明許費につきましては、庁

舎の引っ越しの費用ですとか、備品を買うものが、昨年入札の不成立が

ありまして、年内に作業ができないですとか、備品の納入ができないと

いうようなスケジュールになりましたので、その分だけ翌年度に繰越し

をするというようなものになっております。７ページが備品とか引っ越

しで、３１ページが工事に関するものと、大まかに御理解いただければ

と思います。 

 

岡山明委員 繰越明許費は年度内に支出が終わらんということで、そういう繰

越しという状況なんです。そうすると、本庁舎の改修の部分に関して、

引っ越しは来年度まで継続されるという状況ですか。 

 

河田総務課長 引っ越しの業務につきましては、令和５年度中が主要な作業に

関わってくると思っております。 
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岡山明委員 令和５年度ということですが、本庁舎の改修が遅延しているとい

う話をさっきされましたよね。そういう状況で、４月以降も引っ越し費

用が出るということですよね。遅延に対して、今後そういう予算がまた

増えるという状況じゃないという、来年度末で全て改修事業の引っ越し

作業は全部費用が出るということでいいですか。 

 

長谷川知司分科会長 今年度の支払を来年度まで繰り延べるっていうことです

ね。 

 

河田総務課長 御質問ですけれども、繰越明許費は今年度にする予定だったも

のが少し後ろにずれ込むのでということになります。時期が変わると御

理解いただければと思います。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）これで

審査番号②、総務部の審査を終わります。どうもお疲れ様でした。次に

審査番号③、企画部ですが、１０分ほど休憩して、１０時２０分から始

めたいと思います。 

 

午前１０時１０分 休憩 

 

午前１０時２０分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では、休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたしま

す。審査番号③、企画部、執行部からの説明をお願いいたします。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 それでは、補正予算書２６ページ、２７ペー

ジをお開きください。併せて事業別の内訳資料も御覧ください。情報管

理課から、２款１項４目情報管理費２，０４２万円の減額補正について

説明をいたします。補正前２億７，３１２万１，０００円に対し、補正
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後は２億５，２７０万１，０００円となります。１１節役務費５万４，

０００円は、提出資料③、ガス管敷設に伴うイントラネット光ケーブル

移設事業において、当該場所の光ケーブルは地下収容となっており、移

設によって経路を変更するため、地下管路等の共同収容調査が必要とな

りますが、ガス管敷設業者が調査を依頼され、調査費用が不要となりま

したので減額するものです。１２節委託料１，０８７万５，０００円は、

先ず、電算ソフトウェア保守委託料１１６万２，０００円及び、電算機

保守委託料９万９，０００円は、提出資料①、行政手続きのオンライン

化事業において、導入するシステムの運用開始の変更に伴い不要となっ

た保守委託料を減額するものです。また、同事業において、システム改

修委託料４５７万６，０００円は、マイナンバーカードを用いたオンラ

イン手続きにおいて、手続きデータを本市の基幹系業務システムに自動

連携するオプション機能を不採用としたため減額するものです。この自

動連携機能は、標準化法に基づき、令和７年度までに実施予定である地

方公共団体の基幹系業務システムの標準化において整備する予定として

おります。なお、オプション機能の不採用によって、国が進めるオンラ

イン手続き２７項目、市の関係では子育て関係１５手続き、介護が１１

手続き、被災者支援関係が１手続きの２７手続きでございます。この手

続きに影響するものではございません。次に、工事委託料４３７万８，

０００円は、提出資料③に当たりますガス管敷設に伴うイントラネット

光ケーブル移設事業において、実施設計に伴い精査した結果、不要とな

った１８８万円及び、本庁舎環境改善対策事業における庁内のネットワ

ーク整備、提出資料⑤に当たります。今年度の整備範囲を精査した結果、

不要となった２４９万８，０００円を減額するものです。次に、ネット

ワーク改修委託料６６万円は、提出資料①の行政手続オンライン化事業

において、手続きされたデータを取得するネットワークの改修範囲を精

査した結果、不要となった１１万円及び、提出資料②に当たります行政

系端末更新事業において、マイクロソフト社オフィス製品のライセンス

認証を行うネットワークの改修経費５５万円を予定しておりましたが、

ライセンス認証サービスの変更に伴い不要となったため減額するもので
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す。１３節使用料及び賃借料３２６万２，０００円は、提出資料②、行

政系端末更新事業において、入札減による機械器具借上料１００万円の

減額及び、同事業において、マイクロソフト社オフィス製品のライセン

ス認証の仕組みを地方公共団体情報システム機構から提供が開始された

ことに伴い、民間のライセンス認証サービスが不要となったため、シス

テム利用料２２６万２，０００円を減額するものです。１７節備品購入

費１６５万１，０００円は、提出資料②の行政系端末更新事業において、

マイクロソフト社オフィス製品の調達数の精査により減額するものです。

１８節負担金、補助及び交付金４５７万８，０００円は、提出資料④の

山口県セキュリティクラウド負担金において、山口県及び県内市町の業

務用インターネット回線である山口県セキュリティクラウドの更新経費

を国の補助金で賄えたため減額するものです。 特定財源、諸収入４６

６万５，０００円 の減額ですが、２１ページを御覧ください。２節総務

費雑入、雑入金１９３万４，０００円の減額は、提出資料③、ガス管敷

設に伴うイントラネット光ケーブル移設事業において、役務費及び委託

料の減額に伴い、移設補償金である雑入費を減額するものです。２３ペ

ージを御覧ください。同節、山口県セキュリティクラウド負担金３５万

３，０００円は、提出資料④、山口県セキュリティクラウド運用負担金

が不要になったことに伴い、市の他会計負担金、病院局、水道局、福祉

事業団に求めているものでございます。これを減額するものです。同節、

デジタル基盤改革支援補助金２３７万８，０００円は、提出資料①、行

政手続オンライン化事業において、自動連携のオプション機能の不採用

に伴い、補助金を減額するものです。補正予算書７ページの繰越明許費

補正をお開きください。国道１９０号線日の出電線共同溝設置に伴うイ

ントラネット光ケーブル入構事業９９８万８，０００円は、イントラネ

ット光ケーブを入線する国の連携管路設置工事が３月中の完了予定とな

っており、工事完了後、速やかにイントラネット光ケーブルの入線工事

を執り行う必要があるため繰り越しするものです。ネットワーク整備事

業２１９万３，０００円は、本庁舎環境改善事業において、今年度に実

施するネットワーク整備の工期が年度をまたぐ可能性があるため繰り越
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しするものです。情報管理課は以上でございます。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

工藤企画課長 それでは、審査番号③の（１）、ＬＡＢＶプロジェクトにおけ

る古洞対策に係る補正予算について、補正予算書及び配布資料を基に御

説明いたします。まずは、補正予算書の２６、２７ページをお開きくだ

さい。２款総務費、１項総務管理費、９目企画費、１８節負担金、補助

及び交付金、古洞対策負担金として６，７５４万円を計上しています。

内容につきましては、資料を基に御説明いたします。お手元の資料「商

工センター跡地の古洞対策について」を御覧ください。まずは経緯につ

いて御説明いたします。項目の１番です。ＬＡＢＶプロジェクトを進め

るに当たりましては、必要な手続きの一つに市有地の出資がございまし

た。市有地の出資につきまして、昨年の３月議会に議案を上程し、議決

をいただいたことから、議決後の令和４年４月から５月にかけて、事業

パートナーにより新施設の建設に向けた地盤調査が行われたところです。

調査結果に基づく分析の中で、該当用地の地下に炭鉱時代の採掘跡とみ

られる空洞があることが判明したため、施設の建設に当たっては何らか

の対策を講じる必要が生じてまいりました。調査結果につきましては、

項目の２番です。別添の資料１を御覧ください。Ａ３の図面となってお

ります。右肩に資料１とある方から御説明いたします。資料の上半分に、

枠囲いで調査位置平面図を掲載しております。図面中、５か所ほど赤い

二重丸がございますが、この二重丸がボーリング調査といいまして、地

中まで穴を掘り地盤調査をした箇所になります。調査の結果、用地の左

上付近の４番、Ｂｏｒ.ＮＯ．４と書いてあるところです。左下付近の３

番において、地下３０メートル辺りに石炭層があることが分かり、調査

位置平面図における、青色表記、ＡからＡダッシュで結んだ直線に、古

洞が存在していることが推測されました。地面から古洞のある地下３０

メートル付近までの断面図については、資料下半分にお示しするとおり

となっております。資料の裏面を御覧ください。調査位置平面図中、用

地の右上付近の１番、Ｂｏｒ.ＮＯ．１と赤色で書いてあるところです。
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それから真ん中あたりの５番、少し５番から左に寄ったあたりの２番に

おいて、地下２５メートルから３０メートル辺りに空洞があることが分

かり、調査位置平面図におけるＢからＢダッシュ、青色表記の線です。

こちらで結んだ直線に、古洞が存在していることが推測されました。元

の資料にお戻りください。項目の３番です。先ほどの調査結果を踏まえ

た対策といたしまして、新施設の建設に当たり、補強が必要な箇所にグ

ラウトと呼ばれる充填剤を注入することで空洞を埋める、補強する工事

が行われました。この対策につきましては、全体の工期等を勘案する中

で、旧商工センターの解体工事と並行し、昨年の９月から１０月にかけ

て行われています。項目の４番と５番ですが、対策工事の実施主体につ

きましては、ＬＡＢＶプロジェクト合同会社となり、この古洞対策工事

に要した経費は消費税を含み６，７５４万円となりました。工事種別ご

との内訳、それから６，７５４万円の見積りにつきましては、資料２に

お示ししているとおりとなっております。最後に項目の６番、経費の負

担についてです。まず、（１）の対象経費の負担主体についてですが、

市が出資した土地に対し、この度のプロジェクトで必要となる施設の建

設を可能とするための加工であることから、市が負担すべき経費である

と考えています。次に（２）の負担の方法につきましては、負担金とし

て一括での支払を考えており、この度の補正予算に対策工事に要した経

費と同額を予算計上いたしました。この支払方法につきましては、一括

して支払う方法と、プロジェクトの事業期間である３５年間を通じて家

賃に上乗せして支払う方法の２通りが考えられるため、それぞれの手法

における、支払総額を単純比較した表をお示ししています。繰り返しに

なりますが、一括で支払った場合の費用負担は６，７５４万円であり、

一方、家賃に上乗せする形で支払った場合の費用負担は、工事費の他に

融資に伴う金利分１，３０４万４，０００円がプラスされ、総額では８，

０５８万４，０００円となります。現時点におきましては、令和６年４

月からの家賃月額について、３５４万５，７８０円と見込んでいるとこ

ろですが、この度の古洞対策分を家賃に上乗せした場合、単純計算では

家賃月額が３７３万７，６４７円となり、毎月の家賃が１９万円強上昇
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する試算となります。家賃払いにすることによる、年度間における費用

負担の平準化、また、税負担の公平化といった利点はありますが、一方

で、単純比較においては負担総額に１，０００万円以上の差が生じるこ

とや、この度、出資した土地に対して即時的な対応が必要であった点な

どを勘案し、一括支払による対応を検討いたしました。なお、当該支出

につきましては、起債の対象とはならず、また、その他の充当財源もご

ざいませんことから、全額一般財源による対応を考えています。２６、

２７ページに関する説明は以上です。続きまして、きらら交流館再整備

事業に係る繰越明許費につきまして、御説明いたします。補正予算書の

７ページをお開きください。第２表、繰越明許費補正です。２款総務費、

１項総務管理費となります。きらら交流館再整備事業につきまして、予

算額１，２７２万２，０００円を令和５年度に繰り越しいたします。令

和４年度における当該事業は、宿泊研修施設であるきらら交流館につい

て新たなコンセプトのもと再整備を行うに際して、指定管理候補者の先

行公募といった、本市においては今までに取り組んだことのない手法を

用いるに当たり、官民連携事業の実績があるアドバイザーと業務委託契

約を締結し、支援を受けながら事業を進めていくためのものです。当初、

令和４年度中に指定管理候補者の選定まで完了することを予定していま

したが、昨年の秋以降、新型コロナウイルス感染症による影響が広範囲

に及び、当初想定していたスケジュールに遅延が生じたことに伴い、予

算の繰越しが必要となったものです。影響を最小限に抑えるべく、ウェ

ブ会議等も活用して事業に取り組んでまいりましたが、関係者等も多く、

会合の場の設定や諸調整に想定以上の時間を要したことで、事業完了に

４か月から５か月程度、時間を要する見通しとなりました。繰越明許費

補正の説明は以上です。以上２件、御審査のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。質疑については、一つず

つ受け付けます。最初に情報管理課のほうの質疑を受け付けます。 
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伊場勇委員 詳しい資料をありがとうございます。マイナンバーカードの情報

の自動連携のことについて、システム改修委託料についてですね。こち

らについては、この度はもう不採用となったと。ただ、令和７年から２

７手続きについては、この自動連携というのが始まるということで、今

年度は不採用となったということですが、これからのスケジュール等々、

今分かっているところだけでもいいんですけれども、それについて教え

ていただきたいと思います。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 国の標準化法に基づいて、令和７年度までに

標準準拠システムに移行しなさいということで、移行の準備を進めてい

るものでございます。国は、標準仕様書というのを昨年の８月に、業務

が２０業務ございますが、２０業務の仕様書を公開しております。ただ

し、改編の予定が来月の３月です。３月に改編の予定が入っておりまし

て、それをもって標準仕様書というのが確定する形になります。標準仕

様書が固まらないとパッケージ作成に入れませんので、それから、おの

おののメーカーによって標準準拠システムというのが作られる形になり

ます。それが令和５年度中、実際には令和６年の途中に発表されるので

はないかというふうに言われております。令和７年に標準準拠システム

に移行するという形になります。現在の基幹系業務システムと標準準拠

システムはもうパッケージ製品が違うものですから、今の連携仕様を作

ってしまいますと無駄になる可能性があると。国のほうも手戻りがない

ようにということで補助を下ろしてきておりますので、今回は、うちと

してはパッケージシステムの改修をせずに、標準準拠システムになった

ときに改修を目指そうとしているものでございます。以上です。 

 

伊場勇委員 仕様についてはまだいろいろ示されてない部分が多々あるので、

こうなったのかなと思ってたんですけど、それでも今後７年と言っても

ですね、やはり５、６で２か年で整備する。これもなかなか早く出して

もらわないとこちらの整備もなかなかできないと思うんですが、その辺

でちょっと確認したかったんですけれども、今のスケジュール感的には、
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７年までは出されたときにすぐ対応する、対応できると、大丈夫だとい

うことでよろしいですか。 

 

山根企画部次長兼情報管理課長 まだ仕様書が固まってないというところもあ

りますし、メーカーの対応も詳細にまだ伝わってきてないところはござ

います。ただし、先ほど言いましたようにパッケージが異なるものです

から、今準備しても無駄になる可能性が非常に高いというところで、不

採用という判断をさせていただいております。以上でございます。 

 

前田浩司委員 今の委託料のところの電算ソフトウェア保守委託料若しくは電

算機能保守委託料で、執行部からの説明のときに運用の変更ということ

のみの説明だったので、もっと具体的にもし、この場でお分かりであれ

ば教えていただきたいということでお願いいたします。 

 

村上情報管理課課長補佐兼情報政策係長 ただいまの質問につきましては、当

初の予定では１２月末までの導入予定だったものが、３月末の導入に変

わりましたので、保守期間が３か月ほど不要になったというところにな

っております。以上です。 

 

宮本政志副分科会長 工事委託料の先ほどの説明で、整備範囲を精査した結果

とおっしゃいましたよね。これは減額ですよね。その辺りもう少し詳し

くお聞きしていいですか。整備範囲をどうされたんですか。その要因は

何かをお聞きしたいんですけど。 

 

村上情報管理課課長補佐兼情報政策係長 工事委託料の減額なんですけれども、

まず、ガス管、資料の③番ガス管敷設に伴うイントラ光ケーブル移設事

業の１８８万円に関しましては、現地調査等を行った上で、ルートの変

更であったり、あとは、ほかの事業者ＮＴＴになるんですけれども、Ｎ

ＴＴと同時に工事を行うことによって委託料の減額が若干あったという

ことになっております。それと⑤番のネットワーク整備事業の２４９万
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８，０００円になりますが、このネットワーク整備事業は、本庁舎環境

改善対策事業に伴うネットワーク整備事業になりまして、今年度、当初

予定しておりました工事区画が、本庁舎環境改善対策事業が少し遅れた

ことによりまして、一部その区画が減ったというところでの減額になっ

ております。以上です。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は次に企画課のほうの質疑を受け付けます。 

 

伊場勇委員 ＬＡＢＶの古洞対策についてですが、この掛かった６，７５４万

円、これは見積書を付けていただきましてありがとうございます。この

金額とこの工事の妥当性というのは、本市でも確認されているんでしょ

うか。言われた金額をやるんじゃなくて、その辺について教えてくださ

い。 

 

工藤企画課長 こちらの工事につきましても、建設部等と協議させていただき

ながら、御協力いただきながら妥当性の確認をして進めております。 

 

古豊和惠委員 これは山陽小野田市の古洞対策の負担金と考えてよろしいんで

しょうか。 

 

工藤企画課長 はい、おっしゃるとおりで、市が負担すべき負担金でございま

す。 

 

古豊和惠委員 古洞対策とすれば、今、山陽小野田市の有帆にも古洞で問題に

なっているところがあると思うんですけれども、そちらの対策費は…… 

 

長谷川知司分科会長 これはちょっとこの予算とは関係ないです。 

 

笹木慶之委員 素朴な質問をします。土地を出資したわけですよね。そうする
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と、市のほうの、市の会計処理からすると、いわゆる市は固定資産、土

地を出資したという処理をされますよね。今回の古洞処理というのはそ

れは妥当性があって、それをどうこう言うわけじゃありませんが、そう

すると、この経費を上積みしたものが出資額になるんですか。土地の評

価が変わってくるでしょ。その辺どうでしょうか。 

 

工藤企画課長 土地の出資額につきましては、出資をする前に行った鑑定額を

もって出資をしており、そちらについては、１億１，２００万円でした。

その金額が現在ＬＡＢＶプロジェクト合同会社に出資した土地の出資額

になろうかと思っております。 

 

笹木慶之委員 そうすると、市はこの経費は何で落とすんですか。費用で落と

すんですか。 

 

工藤企画課長 費目についてという質問でよろしかったでしょうか。負担金と

して。 

 

長谷川知司分科会長 はい。負担金で落とすってことですね。 

 

笹木慶之委員 地方自治体は公会計を求められているんですよね、新公会計制

度、いわゆる複式簿記。複式簿記の一番肝腎なものは何かというと、資

産管理なんですよ。その資産管理で、土地の管理上、こういうのが出て

きたというときに、ただ経費で落として、それでチャラと。土地の価値

は変わらないとするのか、今度逆の説を考えたときにね、例えば病院会

計が土地を求めたとします。土地を求めて加工しようと思ったら、古洞

が出てきた。購入してしまっているからもう古洞処理をしなくちゃなら

ん。そうすると、その経費は、土地に加算されますよね。でしょ。でな

いと、会計処理できないじゃないですか。それらを含めて考えたときに、

一応２億円とはしたけれども、その後、そういったものが出てきたもの

についての処理はどう考えておられるかということを今聞いているわけ。
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だから、確かに起債が利かないということも分かります。だから自己財

源でやると。それは財源手当の問題だからいいけど、それと財産処理、

いわゆる将来に継続していく資産処理については、どのようなことを考

えておられるかということを今聞いているわけ。それでいいんですか。 

 

工藤企画課長 ちょっと資産処理という点ではですね、３月に出資に関する議

決をいただきまして、実際の出資の諸手続というのが１０月末日をもっ

て、もう完了しておりますので、一旦その時点での鑑定評価額をもって、

その土地の金額を定めた上で出資をしておるものと思っております。た

だ、そこに対しての工事に当たっての処理が必要であったものですから、

その行為に係る費用というのは別に負担すべきものになると、考えてお

ります。 

 

笹木慶之委員 これは見解の分かれるところですから、それ以上私は言いませ

んが、やはり冷静な資産管理を考えたときには、あい路があるというこ

とを念頭に置かれないと、そんなことはないかと思いますが、もし、こ

れが解散するときに至って、その財産分与といいますか、通常は公会計

処理を考えたら、さっき言いましたように企業会計で土地を買った、買

った後にそれが出てきた。そうするとそれは処理しなくちゃならない。

処理したものは、当然、資産勘定に残ってくる、いわゆる土地の価格が

上がるということですよね。そうしないと、継続した企業運営ができな

いということになります。不要な経費が出てきただけであってね。だか

ら、その辺は今結論めいたことは言いませんが、やっぱり、そういった

視点を持って処理していかないと、そこの問題を一応申し上げておきた

いと思います。今の考え方では、工藤課長が言われたように、市はそう

いう方向だということですが、私はまた別サイドで検討してみます。 

 

宮本政志副分科会長 今るるあったけど、これ補正で古洞の件ですよね。要は、

最初に出資するときの評価を出したと。だけど、古洞があったらその評

価が下がりますよね。だから、最初に例えば２億円と出して、古洞があ
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ったから１億５，０００万円、じゃあ、出資の最初の想定額が減るから、

この工事をしっかりして、最初の出資で予定した額をちゃんと維持しま

すよって、単純にそういうことですよね。 

 

工藤企画課長 はい、おっしゃられるとおりかと整理をしております。 

 

宮本政志副分科会長 それで、この資料で、これ分科会じゃなくて委員会かな、

要は一括で払ったほうがいいのか、家賃に上乗せしてっていうと、当然

一括のほうが市の負担が減るからということで、それをされたというこ

とは、もう非常に評価したいんですけどね。ちょっとお聞きしたいのが、

この見積りがありますよね。今回のこの補正の根拠の資料の見積りです

ね。この内訳の中で、一つよく分からないところがあるんですが、一般

管理費の中に契約保証経費含むと入っていますよね。頂いた資料のちょ

うど真ん中の辺り。一般管理費、恐らくこれ税抜でいくと４％弱だから、

普通で考えたら一般管理費が安いなと思うんですよ。さらに、その中に

この契約保証経費含むと書いてあるんで、この契約保証経費というのは

何なんだろうと思って。 

 

長谷川知司分科会長 もし今答えられなければ、後でまた調べて報告されても

いいですよ。大丈夫ですか。 

 

工藤企画課長 すみません。ちょっと契約保証経費について今細かな資料を手

元に持っておりませんでしたので、後ほど御回答させていただければと

思います。 

 

宮本政志副分科会長 そしたらね、これ経費だから費ですから、金額多分出る

と思うんですよ。出てるはずなんですよね。だからこの内容とその額を

ちょっとお聞きしたかったの。理由はさっき言った、余り業者のほうに

経費を安くし過ぎて負担かかってるんじゃないんかなって、ふとこの一

般管理費だけ気になったんでね。あとその内容と額を教えていただけた
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らと思います。 

 

工藤企画課長 ちょっと後ほど、調べて御報告いたします。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）きら

らのほうもよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）では以上で、審

査番号③の審査を終わります。次、審査番号④ですが、１０分間休憩し

て１１時５分から行いたいと思います。どうもお疲れ様でした。 

 

午前１０時５４分 休憩 

 

午前１１時５分 再開 

 

長谷川知司分科会長 休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。審

査番④、企画部と大学推進室ですが、最初に大学推進室の説明及び質疑

を行いたいと思います。執行部からの説明をお願いいたします。 

 

高橋大学推進室副室長 議案第２号、令和４年度山陽小野田市一般会計補正予

算（第９回）に係る大学費関係分につきまして御説明いたします。補正

予算書３０ページ、３１ページをお開きください。２款総務費、７項大

学費、１目大学費につきまして、１２節委託料、不動産鑑定評価委託料

３８０万８，０００円の減額は、平成２８年４月の山口東京理科大学の

公立化時において、公立大学法人に出資していない土地及び薬学部校舎

等の建物を令和５年４月１日付けで公立大学法人に出資するに当たり、

出資予定の土地及び建物の不動産鑑定評価を行うための不動産鑑定評価

委託料について、予算執行後の決算見込による減額補正となります。１

８節負担金、補助及び交付金、施設整備補助金２，８７１万９，０００

円の減額は、同じく決算見込による減額補正です。詳しくは、参考資料

①「施設整備補助金について」を御覧ください。令和４年度の施設整備

補助金は、公立大学法人が整備するグラウンド及び駐車場・テニスコー
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トの整備費用について、市が公立大学法人に補助金を交付するもので、

参考資料①の上段が補正前、下段が補正後の予算の算出内容を掲載して

います。なお、グラウンド及び駐車場・テニスコートのいずれの整備も、

公立大学法人におきまして、設計と施工を一括で発注されています。グ

ラウンドは、令和４年度内での完成を予定し、駐車場・テニスコートは、

令和４年度から令和６年度の３か年で整備する予定としておりますので、

当初予算での施設整備補助金の内訳は、グラウンド整備分が設計費と工

事費を合計した１億２，５００万円、駐車場・テニスコート整備分が設

計費と前払金として工事費の２０％を合計した１億８００万円で、２つ

の合計額２億３，３００万円を当初予算額としていました。そして、公

立大学法人と事業者が契約された支出予定額にあわせて補正するものが、

下段の補正後の表になります。グラウンド整備における設計費と工事費

の合計額は、１億２，４３０万円となり、当初想定額から７０万円の減

額となりましたので、施設整備補助金は、補正前の予算額から７０万円

の減額となります。また、駐車場・テニスコートの整備における設計費

と工事費の合計額は、４億４，９９０万円となり、当初想定額より５，

０１０万円の減額となったことに加え、設計業務につきまして、工期を

令和５年６月末までとして公立大学法人と事業者が契約を締結され、設

計費の支払が令和４年度ではなく、令和５年度に行われることになりま

したので、駐車場・テニスコートの整備への施設整備補助金は、工事費

の前払金相当額の７，９９８万１，０００円となり、補正前の予算額か

ら２，８０１万９，０００円の減額となります。以上より、施設整備補

助金について、補正前の予算額２億３，３００万円から２，８７１万９，

０００円減額し、補正後の予算額を２億４２８万１，０００円とするも

のです。なお、グラウンドは、令和４年１１月に完成しており、駐車場・

テニスコートは、令和７年３月に完成予定です。また、参考資料①に掲

載しておりますとおり、当該事業費には、特定財源として市債と公立大

学法人運営基金からの基金繰入金を充当する予定としておりますので、

施設整備補助金の減額補正に伴い、市債が２，１５０万円減の１億５，

３２０万円に、公立大学法人運営基金からの基金繰入金が７２１万９，
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０００円減の４，５２５万８，０００円となります。これらの特定財源

に係る歳入につきましては、補正予算書２０ページ、２１ページをお開

きください。１９款繰入金、１項基金繰入金、９目公立大学法人運営基

金繰入金、１節公立大学法人運営基金繰入金、公立大学法人運営基金繰

入金が７２１万９，０００円の減額となります。続いて補正予算書２２

ページ、２３ページをお開きください。２２款市債、１項市債、１目総

務債、２節大学債、大学整備事業債が２，１５０万円の減額となります。

なお、当該市債は、充当率７５％の学校教育施設等整備事業債です。そ

れでは、歳出予算の続きを御説明いたしますので、補正予算書３０ペー

ジ、３１ページをお開きください。２款総務費、７項学費、１目大学費、

２４節積立金、公立大学法人運営基金積立金７０６万８，０００円の増

額は、先ほど御説明いたしました１２節委託料、不動産鑑定評価委託料

を決算見込により３８０万８，０００円減額すること及び商工労働課所

管の山口東京理科大学生定住促進事業に係る経費を決算見込により３２

６万円減額することに伴い、２つの合計額７０６万８，０００円を公立

大学法人運営基金に積み立てるものです。それでは、参考資料②「公立

大学法人運営基金繰入金及び積立金について」を御覧ください。この資

料は、この度の歳出予算の補正による公立大学法人運営基金からの繰入

額と積立額の変化について掲載しています。市が公立大学法人へ交付し

ます施設整備補助金や運営費交付金などの大学関連経費の財源は、大学

分として措置される普通交付税を充てることとしており、この普通交付

税措置額から大学関連経費への支出を差し引いて、余剰が出る場合は、

当該基金に積み立てを行い、不足する場合は、当該基金を取り崩して財

源に充てることになります。資料の上段は、令和４年度の大学分として

措置される普通交付税措置額を示しています。学生一人当たり単価に学

生数を乗じて算出する運営費分と授業料等減免分を合計した額は、①２

４億４，５１５万５，０００円であり、この普通交付税措置額を下段の

表の施設整備事業とその他大学事業の財源に充てます。施設整備事業に

つきましては、先ほど御説明いたしました施設整備補助金の減額補正に

伴い、基金繰入金が７２１万９，０００円減額となることを示していま
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す。また、その他大学事業は、基金積立金を７０６万８，０００円増額

すること示しています。その他大学事業の普通交付税の充当先の上から

３行目、土地建物出資経費は、先ほど御説明いたしました不動産鑑定評

価委託料を決算見込により３８０万８，０００円減額すること、４行目

は、商工労働課所管の理科大生定住促進事業費を決算見込により３２６

万減額することを示しており、２つの合計額７０６万８，０００円の歳

出予算の減額分ほど、財源となる普通交付税の余剰額が増額することに

なりますので、基金積立金を７０６万８，０００円増額補正するものと

なります。最後に、参考資料③「公立大学法人運営基金の推移について」

を御覧ください。この資料は、平成２８年度からの公立大学法人運営基

金の基金残高の推移について掲載しており、裏面２ページの最後の行が

３月補正後の予算上の基金残高になりまして、７億３，９３７万７，５

３８円となります。以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお

願いいたします。  

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付

けます。 

 

古豊和惠委員 公立大学法人運営基金繰入金のページなんですけれども、そこ

に理科大生定住促進事業費とあります。補正後は３２６万円となってい

ます。これはどういうものなんでしょうか。 

 

大坪大学推進室主査 こちらの理科大生の定住促進事業につきましては、商工

労働課所管の事業となりまして、内容としましては、理科大生の新入生

の中で、本市に住民票を移していただいた方々に対してスマイル奨励金

を交付するという事業になっております。 

 

長谷川知司分科会長 たしか３万円やったですかね。 

 

大坪大学推進室主査 ３万円でございます。 
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宮本政志副分科会長 ３１ページの先ほどの委託料の不動産鑑定評価委託料３

８０万８，０００円、結構大きな減額ですけど、原因というか、理由は

何でしょうか。 

 

大坪大学推進室主査 当初予算では５００万円ほど予算を計上させていただい

ておりました。これにつきましては、参考見積りを３社から取りまして、

その中で一番高い金額にちょっと余裕を持たさせていただいてたので、

予算残が多くなったということでございます。 

 

宮本政志副分科会長 それと今日頂いた参考資料②の施設整備事業、これ今回

の補正に関係してるんですけど、この中で、普通交付税充当額、これ工

学部の２割とか薬学部の４割とありますよね。これね、学生数でいくと

上に９０２人と５９７人とあるんで、ちょっとかみ合わんのですけど、

これの根拠は何ですか。 

 

大坪大学推進室主査 施設整備補事業につきましては、工学部から一定割合、

薬学部一定割合としておりまして、これは薬学部が新規で施設整備をし

ておりまして、そちらの公債費がまだちょっと負担が多いということで、

薬学部のほうに交付される普通交付税を多めに施設整備に充ててるとい

う状況です。今後、公債費を返していって、減額となっていきましたら、

割合をどんどん変えていく、下げていくというようなことを考えており

ます。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）私

から一つ、工事のことなんですけれど、資料１ですか。先ほど説明があ

りましてグラウンドにつきましては、令和４年度１１月完成。これは大

学には必置ということで、急ぐということで理解しております。それで

駐車場・テニスコートは、令和７年３月完成予定ということでいいんで

すが、これを一緒に大学でしてもらったという理由の中で、急ぐからと
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いうことがあったと思うんですよね。早くしないといけないから、市で

はなくて大学のほうでしてもらった。そういうことであれば、グラウン

ドについては理解できるんですが、駐車場とテニスコートは急がなくて

もよかったんじゃないかなと理解するんですが、それについてはどうで

すか。 

 

大坪大学推進室主査 駐車場・テニスコートにつきましても、現在、元駐車場

であったところをグラウンドに変えたということがありますので、駐車

場につきましても、今後、新しい学科も増えてくるということで学生数

が増加する予定でございますので、それに合わせて、駐車場のほうも一

時でも早く整備したいなということで、大学にお願いしているというと

ころもございます。 

 

長谷川知司分科会長 気持ちは分かるんですが、実際、令和７年３月完成とい

うことであれば、分けて、グラウンドだけ大学で先にしていただいて、

こちらは市のほうでできたんじゃないかなと。工事を一本で、ここまで

出すというのがそこまで必要があったのかどうかはちょっと私理解でき

てないのでお願いします。 

 

大坪大学推進室主査 駐車場・テニスコートに関しましても、どちらが整備す

るかということに関しては、公立大学法人と協議をさせていただきまし

た。駐車場・テニスコートの最終的な完成は令和７年３月となっており

ますが、駐車場に関しては、先行して令和６年６月頃には完成する予定

とお伺いしております。 

 

長谷川知司分科会長 令和６年６月ということなんですが、設計と工事費をす

るのであれば、設計の期間も十分あったし、工事も期間的にはあったん

じゃないかなと思うんですが、そこは間に合わないから一緒にしたとい

うことなんですか。 
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大谷大学推進室長 会長がおっしゃられるとおり、駐車場につきましても先ほ

ど主査が御説明いたしましたが、グランドで整備したところが駐車場と

して利用しておったんですが、そちらをグラウンドにしたために、現在、

大学においても学生さんの停める、教職員が停める駐車場が不足してお

るということになりますので、大学としても、教職員、学生さんのため

に駐車場を整備したいということで、大学と市で協議した結果、大学で

行いたいということで整備を大学のほうでしていただくということにな

っております。御承知のとおり、これからですが、数理情報科学科につ

きまして、現在、学生さんが大学構内において、車を停めておられると

ころについても、そこに新校舎が建ちますので、その辺も含めまして、

一刻も早く駐車場の整備をしたいということにもなります。以上です。 

 

長谷川知司分科会長 先ほどから説明は分かるんです。ただ、その完成時期か

ら見ると、市のほうで設計して施工はできなかったのかなという疑問が

ちょっと残っているんですね。グラウンドについては、それは早くしな

いといけないという理由は分かります。でも、駐車場が遅れて完成と聞

いておりますので、市のほうで対応できなかったのかなということなん

ですが、実際のスケジュールで無理というのであれば、それでいいんで

す。ちょっと聞いた時点では、駐車場・テニスコートについては、余裕

があるんじゃないかなと思ったんで、これについては当初の目的であっ

たように、早急にするというので、早く完成するようにしていただきた

いという要望を私申しておきます。 

 

笹木慶之委員 一つだけお尋ねしますが、参考資料①の中で、施設整備補助金

の欄です。補正前と補正後が書いてありますが、補正前のほうは、駐車

場・テニスコート、設計費と工事費の２０％となってますよね。ところ

が、補正後のほうは、工事費の２０％だけになってますけど、これ説明

ありましたかね。 

 

大坪大学推進室主査 当初予算の予定では、令和４年度に設計を行って、工事
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費も前払い金として２０％を計上させていただいております。大学のほ

うで実際にプロポーザルを行われて、工期等を協議をされた上で契約を

されたんですが、設計に関しては、令和５年度に入っての完成というこ

とになりましたので、設計費に関して、また来年度予算で要求させてい

ただこうと考えております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）そ

れでは、大学推進室のほうの質疑を終わります。ここで大学推進室は退

室されますので、暫時休憩です。暫時休憩ということですので、１１時

半まで休憩ということでいきたいと思います。 

 

午前１１時２４分 休憩 

 

午前１１時３０分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。

最初に、先ほど宿題となっておりました商工センターのことについて、

企画課工藤課長から報告があります。 

 

工藤企画課長 先ほど審査番号③の中で、古洞対策補強に関する見積りの内容

につきまして、内訳書のうち、一般管理費の仕様欄に契約保証経費につ

いての記載がございました。こちらのほうを再度確認いたしまして、こ

の後に続く明細の中にも含まれておりませんで、当該工事は公共工事で

はございませんので、契約保証経費は本来生じないものです。内訳等、

この金額の中にも入っておりませんが、見出し上、業者から出てきたも

のには含んで、見出しとして、ここに記載が残っておったものとなりま

すので、金額が含まれていないことを御報告いたします。不完全な資料

提示となりまして、どうも申し訳ございませんでした。 

 

長谷川知司分科会長 今の説明でよろしいですか。（「はい、分かりました」
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と呼ぶ者あり）はい、どうもありがとうございました。 

 

長谷川知司分科会長 シティセールス課のほうから説明をお願いいたします。 

 

杉山シティセールス課長 この度の補正内容は３件あります。まず一つ目は、

サポート寄附、いわゆる「ふるさと納税」に関する減額補正です。補正

予算書は、歳入予算につきましては２０ページ、２１ページの１８款寄

附金、１項寄附金、１目一般寄附金、２節ふるさと寄附金で、歳出予算

につきましては、２６ページから２９ページまでの２款総務費、１項総

務管理費、１０目地域振興費となります。サポート寄附の令和４年度当

初予算額は、前年度である、令和３年度実績１億１，８６３万７，００

０円の約１．４倍となる１億７，０００万円を見込んでいましたが、今

年度決算額が予算額を下回る見込みとなったことから、歳入予算及び返

礼品の調達や送付に係る歳出予算を減額補正するものです。この減額補

正について、サポート寄附の実績に基づき御説明しますので、提出資料

①－１を御覧ください。まず、上段の表は、「年度ごとのサポート寄附

金額の推移」として、令和２年度から令和４年度までの実績のうち、各

年度の合計寄附金額とサイト別の内訳を記載したものです。続く中段、

下段の表は、令和３年度、令和４年度の月別の実績をまとめたものです。

下段の令和４年度の表では、返礼品掲載サイトとして新たに「さとふる」

を増やしたほか、「外部連携」がスターﾄし、これは、既に契約している

サイトの運営会社が連携している他社のサイトにおいても、本市の返礼

品が掲載される仕組みで、実質的な掲載サイトを増やしています。令和

４年度につきましては、１月末までの実績で、寄附件数７，３１７件、

寄附金額１億１，６２４万８，０００円となりました。これを、前年度

の１月末時点の実績と比較すると、寄附件数は４，８９４件から２，４

２３件の増となっていますが、寄附金額は１億１，２３５万８，０００

円から３８９万円の増にとどまっています。現時点の寄附金額は昨年度

と大差がない状況ですが、寄附金を集めている返礼品の内容について御

説明しますので、提出資料①の２枚目を御覧ください。上段の表は、寄
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附があった返礼品注文数のトップ１０について、令和２年度から令和４

年度までの実績をまとめたもので、令和４年度の表の色付きの返礼品は、

前年度である令和３年度にランクインしておらず、新たにトップ１０入

りした返礼品です。これを見ますと、令和４年度は新たにランクインし

た厚切り・薄切りのベーコンが人気で、合計１，３００余りの注文数と

なっている一方で、これまで本市の売れ筋返礼品であったおせち料理が、

令和３年度は、宴・寿・福寿の３つの合計で９００余りあったものの、

令和４年度のランクイン注文数は寿２０８となっています。次に、下段

の表は、寄附金額を集めた返礼品のトップ１０について、令和２年度か

ら令和４年度までの実績をまとめたものです。こちらにおいても、令和

４年度は新たにランクインした厚切り・薄切りのベーコンが人気で、合

計１，３７６万円の寄附金額となっている一方で、おせち料理は令和３

年度は合計４，６３６万円あった寄附金額が、令和４年度は合計で１，

８９９万２，０００円と半分以下になっています。こうしたことから、

寄附金額の推移としましては、昨年度と今年度は大差ない状況ですが、

寄附金額を集めている返礼品の内容は大きく変化しており、おせち料理

の減額分を、厚切り・薄切りベーコンや訳あり餃子でカバーしている状

況です。今後も、おせち料理を返礼品とする自治体間の競争は続くと考

えられることから、寄附者の反応がよい、「お得感」のある返礼品を開

発していくことが重要であり、サポート寄附業務の受託業者、返礼品事

業者と連携して、少しでも多くのサポート寄附を獲得できるよう努力し

てまいります。以上の状況に加え、２月・３月のサポート寄附金を最大

１，２００万円程度と見込み、令和４年度のサポート寄附金の決算額を

１億３，０００万円と見込みました。では、補正予算書の２０ページ、

２１ページにお戻りください。歳入につきましては、１８款寄附金、１

項寄附金、１目一般寄附金、２節ふるさと寄附金におきまして、当初予

算額１億７，０００万円に対し、今年度の決算見込額１億３，０００万

円との差額分４，０００万円を減額します。続きまして、歳出につきま

しては、補正予算書の２６ページから２９ページまでを御覧ください。

２款総務費、１項総務管理費、１０目地域振興費を合計５，５１２万１，
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０００円減額します。内訳としまして、７節報償費におきましては、サ

ポート寄附をされた方に対する返礼品代及び送料として報償金１，１１

２万円を、１１節役務費におきましては、返礼品を掲載するポータルサ

イト利用のための手数料及び決済手数料として手数料１５１万５，００

０円を、１２節委託料におきましては、返礼品の受発注業務や寄附額増

加に貢献する返礼品開発等を事業者に委託する費用としてサポート寄附

業務委託料２４８万６，０００円を、それぞれ減額します。２４節積立

金につきましては、歳入予算のふるさと寄附金４，０００万円の減額補

正に伴い、ふるさと支援基金に積み立てる金額も４，０００万円減額し

ます。説明は以上です。続きまして、補正内容の２件目です。いま、お

開きの２８ページ、２９ページで、２款総務費、１項総務管理費、１０

目地域振興費、１８節負担金、補助及び交付金「スタジオ・スマイル補

助金」を１２３万５，０００円減額します。「ハロウィンイベント」は、

官民一体となったハロウィンイベント実行委員会「スタジオ・スマイル」

が実施しており、市から「スタジオ・スマイル補助金」を支出しました

が、事業実施の結果、不要となった補助金を減額するものです。ハロウ

ィンイベントは、市のイメージカラー「オレンジ」との親和性が高く、

若者に人気のハロウィンに着目し、若者によって本市の魅力をＰＲする

イベントで、本市の認知度の向上や交流人口の増加、観光・交流の風土

づくりを狙うものです。令和４年度のイベント内容としては、ハロウィ

ン、オレンジ及びスマイルをモチーフにした参加型の山陽小野田市ＰＲ

イベント「スマイル・ハロウィンパーティー」を、１０月３０日におの

だサンパークを会場にして、３年ぶりに開催することができました。ま

た、１０月の１か月間をオレンジ月間と名付け、期間中には、市内各所

をオレンジ色ののぼり旗などで装飾する修景を行うとともに、「スマイ

ル・オレンジフェア」として、市内における消費喚起及び周遊を目的と

するデジタルスタンプラリーやディスプレイコンテスト、フォトコンテ

ストを開催しました。ハロウィンイベント実行委員会「スタジオ・スマ

イル」の決算状況について御説明しますので、配布資料②の２枚目を御

覧ください。まず、支出内容につきまして、今申し上げましたイベント
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内容ごとに項目を立てています。項目１のスマイル・ハロウィンパーテ

ィー部会事業費の決算額は、１６１万２，９３５円となりました。主な

支出は、ステージイベントに係る業務委託料８０万円、レノファ山口パ

ブリックビューイング実施に係る業務委託料３０万円などです。次に、

項目２のオレンジ月間部会事業費の決算額は、９８万３，２００円とな

りました。主な支出は、デジタルスタンプラリー「オレンジモンスター

を探せ！」のアプリ開発やチラシ作成費として６５万４，７００円、市

内修景として、屋外デジタルサイネージの掲出、市役所、ＪＲ駅等への

横断幕等の設置費用として２４万７，１００円、ハロウィンおばけのオ

レンジ色の手ぬぐい購入費用８万１，４００円などです。項目３の広報

戦略部会事業費の決算額は、１０５万７，７８０円となりました。主な

支出は、チラシ、ポスターの作成、ホームページの更新等に係る業務委

託料、オリジナルラジオ番組放送、サンデーうべへの広告料などです。

項目４の共通事業費（景品・食糧費等）の決算額は、３４万２，６７０

円となりました。主な支出は、各種コンテスト及びスタンプラリーの景

品代とスマイル・ハロウィンパーティーで学生ボランティアへ配布した

食事券の購入代です。項目５の共通事務費（振込手数料等）の決算額は、

１万７，５２０円となりました。項目６の予備費については支出がなく、

スタジオ・スマイル全体としての支出の決算額は、４０１万４，１０５

円となりました。配布資料②の１枚目中段、収入の部を御覧ください。

収入内容につきましては、市から支出したスタジオ・スマイル補助金５

００万円、山陽小野田観光協会からの補助金５万円のほか、協賛金・広

告料、預金利息を合わせて、決算額は、５２５万５円となりました。こ

の結果、収入額５２５万５円から支出額４０１万４，１０５円を引き、

差額となる１２３万５，９００円をスタジオ・スマイルから市へ戻入し、

戻入後の市の歳出予算「スタジオ・スマイル補助金」の決算額は、３７

６万４，１００円となります。よって、当初予算額５００万円から１２

３万５，０００円を減額し、決算額に合わせるよう補正するものです。

不用額を１００万円以上生じさせた要因としては、新型コロナウイルス

感染症の対策費が予想より低額で済んだこと、３年ぶりに開催し、内容
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を変更した「スマイル・ハロウィンパーティー」の必要経費が見込みづ

らかったこと、ボランティアの食事代が想定よりも低額であったこと、

などが挙げられます。この点については、来年度の事業計画に活かし、

事業費を有効に活用してまいります。最後に、補正予算書の２０ページ、

２１ページをお開きください。歳出予算の減額補正に伴い、歳入につき

ましても１９款繰入金、１項基金繰入金、１０目ふるさと支援基金繰入

金、１節ふるさと支援基金繰入金を、１２３万５，０００円減額します。

では続きまして、補正内容の３件目について御説明します。補正予算書

の４０ページ、４１ページをお開きください。７款商工費、１項商工費、

４目観光宣伝費、１８節負担金、補助及び交付金において、「山口ゆめ

回廊圏域住民周遊促進事業負担金」を１１７万４,０００円減額します。

これは、７市町で構成する山口県央連携都市圏域で、観光・文化施設に

おける子どもの施設入場無料化イベント「山口ゆめ回廊圏域住民促進事

業」を実施した結果、市がきららガラス未来館の指定管理者に補塡する

負担金に不用額が生じたため、減額するものです。事業の内容等につい

て御説明しますので、提出資料③「令和４年度山口ゆめ回廊圏域住民周

遊促進事業について」の１ページを御覧ください。本事業は、６月の補

正予算の審査で御説明した内容のとおりに実施しており、１事業目的か

ら、２本市の実施内容の（１）対象施設、（２）対象者の範囲及び減免

の内容、（３）実施期間までは記載のとおりに実施しました。２(４)事

業の周知については、７市町の対象施設で利用できるクーポン券が付い

たチラシを、夏休み期間に入る前の７月上旬に、幼稚園、保育園、小・

中学校で対象となる子どもに配布しました。併せて、県央７市町の広報

紙、市ホームページ及び山陽小野田観光協会公式インスタグラムにも掲

載し、周知を図りました。続きまして、事業の実績について御説明しま

すので、提出資料③の２ページを御覧ください。「３利用者実績」とし

ましては、まず、「(1) 県央７市町別利用者数」は、各市町における対

象施設の利用者実績で、全体で３,０２８人となりました。本市につきま

しては、７月が９日間で２２４人、８月が１９日間で６０３人、合計８

２７人であり、宇部市の「昆虫展」入場者数１,５１０人に次いで、２番
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目に多い結果となりました。ガラス体験について、子ども達の興味・関

心を引くことができたと考えております。次に、「(２) きららガラス未

来館における利用者の内訳」を御覧ください。「①居住地別利用者数」

では、利用者８２７人のうち、約７割が市外からお越しいただいている

ことに加え、これまで利用実績が少なかった美祢市や萩市、防府市から

もお越しいただくことができました。「②年齢別利用者数」では、小学

生の利用者が全体の約６割となり、「③体験別利用者実績」では、ジェ

ルキャンドル体験の利用者が最も多い結果となりました。続きまして、

「４減免金額」について御説明しますので、提出資料③の３ページを御

覧ください。まず、「①期間中における体験料合計額」です。体験料合

計額は、７月が３９万１,０８０円、８月が１０６万８,３９０円、合計

１４５万９,４７０円となり、一日当たりの平均単価は、１,７６５円、

一日当たりの平均利用者数は３０人でした。次に、この事業の結果、市

が負担する金額は、「②減免金額」のとおり、体験料合計額１４５万９,

４７０円に減額率２分の１を乗じた７２万９,７３５円となりました。よ

って、予算額１９０万４,０００円から決算額７２万９,７３５円を差し

引いた結果、不用となった山口ゆめ回廊圏域住民周遊促進事業負担金を

１１７万４,０００円減額補正するものです。なお、予算額の半分を超え

る不用額を生じさせた要因としましては、事業取組の初年度で事業費を

算出するに当たり、１日当たりの平均利用者数を、きららガラス未来館

の受入可能上限人数１００人としていたところ、３０人の実績であった

ことによるものです。ただし、平均単価は、１,７００円の想定に対し、

１,７６５円の実績となり、想定を上回る結果となりました。それでは、

補正予算書の１６ページ、１７ページをお開きください。歳出予算の減

額補正に伴い、歳入予算につきましても、１５款国庫支出金、２項国庫

補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費国庫補助金におきまし

て、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を１１７万４,

０００円減額します。本事業の財源は、当初、全額を一般財源としてい

ましたが、１２月の補正予算において、一般財源から国庫支出金である

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に財源振り替えを行
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っています。最後に、今年のきららガラス未来館における夏休み期間の

利用者数は、近年例を見ないほど大幅な増加となったという報告を受け

ており、多くの方にガラスの魅力を知ってもらうことができ、事業の目

的は達成できたと考えております。説明は以上です。御審査のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりました。委員からの質疑を受け付

けます。一つずつ行きましょう。では最初にサポート寄附から行きまし

ょう。 

 

伊場勇委員 令和４年度、このサポート寄附については、窓口において、いろ

いろこう調整されたり、チャレンジされたり、商品についても新しいも

のをいろいろ発掘されて成果が出ているので、担当課としての努力は認

めるところが多々あると思います。その中で、外部連携寄附、そして、

その他の部分の項目について、手数料等々どの程度なのか、どういうも

のなのかについて説明をしてほしいんですが。 

 

杉山シティセールス課長 外部連携寄附につきましては、例えば、ふるさとチ

ョイスがグーふるさと納税だったかと思うんですけど、そういったまた

別サイトに同じ情報をそのまま載せて、決済する場合にはチョイスと同

額となっておりますので、外部連携の手数料につきましても、その都度

確認し、高額なものを寄附サイトとして活用しているというものではご

ざいません。それからその他のところなんですが、こちらは、窓口に直

接持ってこられる方とか、そういった方も結構いらっしゃいますので、

サイトを経由しない、手数料を取られないパターンをその他のところで

計上しております。オートレースの選手も基本的にその他扱いで入れて

おります。 

 

岡山明委員 ちょっと確認させてもらいたいんですけど、ふるさと納税があり

ますよね。令和４年には１億１，０００万円ぐらい金額が出ていますけ
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ど、これ当然、納税した方は地元において還付されますよね。例えば１

０万円出したら、所得税か何かで還付されるという形になるんですか。 

 

杉山シティセールス課長 税務署の確定申告をされた場合には、所得税と翌年

度の住民税の減額を受けることができます。所得税は還付です。ただし、

そういった手続をするのが面倒だという方は、５か所以内の寄附であれ

ば、ワンストップ特例申請というのをすれば、御本人が確定申告せずに

自動的に住民税の減税減額を受けることができます。 

 

岡山明委員 他県のほうから１億１，０００万円という状況で、市内のほうで

今言われた所得税とか、いろんな形で減税される方がいらっしゃると思

うんですが、その辺の金額は年間どのぐらいあるかお聞きしたいんです

けど。 

 

道元シティセールス課課長補佐 最新のもので令和３年になるのですが、令和

３年は、本市のふるさと納税の受入れ額が１億１，８６０万余りでした

が、本市の住民が他市町村へのふるさと納税をした金額につきましては

１億５，６７０万円余りということで、出ていくほうが多いという状況

にございます。 

 

岡山明委員 そういう今バランスを見ると、山陽小野田市からの支出のほうが

多いということは、ふるさと納税の金額が１億１，０００万円になるけ

ど、それ以上の１億５，０００万円がよそに出ているということですね。

それだけ４，０００万円が減税となると、山陽小野田市の収入が少なく

なるということですよね。 

 

杉山シティセールス課長 一部補足させていただきます。その減額分のうち、

７５％だったかと思いますが、普通交付税で措置されますので、その全

額と差引きをするということではなく、減った分の一部分との差引きが

実質的な収支となります。 
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岡山明委員 そういう状況になると、ふるさと納税に対して市のほうの金額的

にプラスマイナスはどうなるか。例えば、宇部市とか山口県内も一緒な

んですけど、山陽小野田市において、決算状況プラスマイナスどうかお

聞きしたいんです。 

 

杉山シティセールス課長 令和３年度においては、実質的な収支で言えばプラ

スです。黒字になっております。 

 

長谷川知司分科会長 これについては、付加価値的に山陽小野田市を知っても

らうという付加価値が付いたと思います。 

 

宮本政志副分科会長 先ほどの説明で、３年度と比べて件数は増えたけど、寄

附の総額は減ったとおっしゃいましたよね。その要因としては、資料の

２ページ目で寄附単価が大きいところが減って、でも、そのほかは寄附

単価は低いんだけど、大体カバーしていますよという確か説明だったと

思うんですけど、こういった寄附単価が大きいものがどんと減るという

ことに対して、何か課題というのは見えてますか。 

 

杉山シティセールス課長 寄附単価が大きいものというのは、基本的におせち

料理しかないので、そこをなるべく早めに挙げて、今広告費も打ってい

ますので、それを効果的に売っていくということしかないのかなと考え

ています。ただ一方で、おせち料理は今後も厳しくなってくると思いま

すので、もう少し寄附単価の高い商品が何かないのかということを引き

続き、受託業者と一緒に企業等も回りながら検討します。というのが、

数も出せないと、何点かしか出せない寄附単価が高いものというのはあ

まり効果的ではないので、そこを引き続きやっていく必要があると考え

ております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）で
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はふるさとサポート寄附終わりまして、次行きましょう。スタジオ・ス

マイルについて、質疑を受け付けます。 

 

古豊和惠委員 支出の部の３番に広報戦略部会事業費とありますが、この広報

戦略の中身とその支出金額も教えていただければと思います。 

 

道元シティセールス課課長補佐 広報戦略部会に関する項目ですが、一つはポ

スターの配布、それからチラシの配布、それから新聞広告への掲載をし

ております。これがサンデーワイドへの掲載を２回、それからサンデー

宇部山陽小野田への掲載を２回、それぞれ行っております。また、ラジ

オ番組ＦＭ山陽小野田において、さんハロへＧｏ！Ｇｏ！Ｇｏ！という

特別番組を毎週水曜日に放送しておりましたが、これを９回行いました。

また、パーティー当日、１０月３０日にサテライト放送を１回行ってお

ります。最後、さんハロの公式ホームページを運営しておりますので、

こちらの保守運営費用にかけております。項目ごとの支出額は持ち合わ

せておりませんが、全て合計した金額がこちらの広報事業費になってお

ります。 

 

伊場勇委員 この事業については、たくさんの人を巻き込みながら、市の一番

の売りとした事業のような気がしてるんですけど、これ、ボランティア

の人がどこまで集まったのかなとか、そういうところも気になるところ

なんですけども、３年ぶりの開催にはなったと思うんですけれども、関

わった方々とかは３年前と比べてやっぱり減っているんですか。だから、

見込みよりもそういったところの予算が減っているのかなと思うんです

けど、その辺の状況はどうだったんですか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 まず、スマイル・ハロウィンパーティーにつ

きましては、確かに３年ぶりの開催ということで実施したところです。

イベントにスタッフとして関わっていただいた市民の方という実人数が

１２０名いらっしゃいました。そのうち理科大の学生さんも４１人いら
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っしゃいましたので、目標値１００人でしたので、多くの方にボランテ

ィアとして当日参加していただきました。また、パーティーの当日には

高校生も直接ボランティアに参加していただいたり、ステージに出演を

していただいたり、各種ＰＲブースに出ていただいて、直接ＰＲをして

いただいたりするなど、このパーティーに多くの人が関わっていただい

たと認識しております。 

 

伊場勇委員 実質、サンパーク商業施設でやられるので、この参加した動員人

数が何人かってなかなか把握が難しい、数字にするのは難しいと思いま

すが、どういう数字を担当課として持っておられるか教えてください。 

 

道元シティセールス課課長補佐 初年度の令和元年に行ったときには、イベン

トの人出は２万６，０００人とさせていただきました。これはサンパー

クの中に館内にセンサーがございまして、入館をされた方をカウントす

る数がございますので、こちらをイベントの人出としてカウントさせて

いただきました。３年ぶりに開催しました今回につきましては、２万１，

５９５名の方が入館をされていたということで、若干少なくはなりまし

たが、当日の盛り上がりを見ても、初年度に引けを取らないような盛り

上がりを見せたものと感じております。 

 

前田浩司委員 このスマイル・ハロウィンは本当に若者向けで、これから先、

恐らく大学生を中心に人数を増やしていくということも考えておられる

かと思うんですけれども、今回令和４年は大学生の方が何人ぐらい参加

されたのか、ボランティアで手を貸していただいたのか、その辺の数字

は分かりますか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 先ほども申しましたが、当日のスタッフにつ

きましては４１名の理科大の学生さんに参加していただきました。 

 

前田浩司委員 続いて、予算の金額と決算の金額で減ってるということないし
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は、お客さんもにぎわって大変いい傾向にあるのかなというふうに思っ

ております。次年度に向けての予算というのは、今回、決算額がおおよ

その予算額になって、さらに多くの方を見込めるような努力をしていた

だけるという方向でよろしいでしょうか。それか何かまた新たに追加し

て予算を取って、しっかりさらにもっと多くの方に来ていただくような

イベントにするのか、その辺の現行のお考えをいただければと思います。 

 

杉山シティセールス課長 今年の決算額は決算額として、令和５年度の当初予

算は同額の５００万円を今要求しております。新型コロナウイルスの影

響等を加味しなくてよくなれば、もっと充実した内容にできるのではな

いかと思いますので、そこはまた集まった若者が何をしたいか、どんな

ふうにやればいいかということをスタジオ・スマイルの中でしっかり話

をして、有効に事業費を執行したいと考えております。 

 

宮本政志副分科会長 先ほど盛り上がっていると思われますと言われましたよ

ね。ちょっと意地悪なことを聞くかもしれんけど、それはどなたの意見

ですか。例えば、あなたの意見なのか、盛り上がっているなという感想

なのか、担当課なのか、あるいは市民の方にもいろいろ聞いてみて、盛

り上がっていますねなのか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 先日、実行委員会を中心とした総会も開催い

たしました。その中で実行委員会のメンバーも大変良かったというよう

な認識をしておりましたので、先ほどの発言となりました。 

 

宮本政志副分科会長 そこでちょっとお聞きしたいのが、これ２ページ目のほ

うにスマイル・ハロウィンパーティー部会、オレンジ月間部会、広報戦

略部会とそれぞれ部会が三つありますよね。これは、実行委員会の中で

それぞれの部会に分かれているという解釈でいいんですか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 はい。その認識どおりです。 
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宮本政志副分科会長 このハロウィンの事業が始まったときの初めての議会の

委員会の中で、この実行委員会のメンバーについて、答弁されてますよ

ね。市とそれから経済団体、それから理科大と理科大の学生とか、ある

いは観光協会とか、そういったところでやっていこうと思ってますとお

っしゃったんですけど、今の実行委員会のメンバーをお聞きしていいで

すか。 

 

道元シティセールス課課長補佐 現在の実行委員会のメンバーにつきましては、

山口東京理科大学、それから小野田青年会議所、小野田商工会議所、同

じく小野田商工会議所の青年部、そして山陽商工会議所、山陽商工会議

所青年部、山陽小野田観光協会、経済団体になりますが、小野田商業開

発株式会社、それから山口県農業協同組合、そのほか株式会社宇部日報

社や株式会社ＦＭ山陽小野田などの広告媒体と、市役所の中の関係各所

となっております。 

 

宮本政志副分科会長 当初、この事業を始めるときよりもかなりの団体が実行

委員会に入ってますよね。もう一つ気になるのが、そのときは、専門業

者にも当然いろいろ依頼をしていかないといけませんと、その立ち位置

は実行委員会のほうが上で、アドバイスする業者は下じゃないと、意識

が低下するとおっしゃってたんですけど、今の実態としたら、もう実行

委員会でしっかり議論されたら、その意見というのはきちんと反映でき

るようになっていますか。新年度の件は新年度で聞きますので、もし変

化があれば、その辺りお聞きしていいですか。 

 

杉山シティセールス課長 部会に分かれる中で、その実行委員だけでなく、ほ

かにいろいろと協力をしていただく個人の方であったり、また団体のほ

かのメンバーの方も含めて広く話をしますので、言われる意味が、これ

合ってるか分かりませんけど、その事業者の意向とかやれることに引っ

張られてということではなく、何をしたいかをその部会の中で話をして、
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そのことについて、実行委員全体で承認をするという手続を取ってます

ので、大丈夫だと考えております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）私

から一言、これについては当初始めるときに、とにかくやってみようじ

ゃないかという姿勢で行かれたと思います。やはりこれが定着するには

年数掛かると思います。ただ、私が心配するのはマンネリ化することな

く、常に進歩してやっていくことが大事だと思いますので一言申してお

きます。では、次に行きましょう。次はゆめ回廊について質問ございま

せんか。 

 

伊場勇委員 このゆめ回廊については、補助をしっかり打ち出すというところ

で、３年度の当初予算の審査のときもいろいろお話しさせていただいた

と思いますが、今数字を見るとしっかりとアピールができたんじゃない

のかなと思っています。この方がリピーターでしっかりまた来ていただ

くような、その種まきについて、これが一助になると思ったんですけれ

ども、小学生や小学生未満の方がとても多くて、その方にまた来ていた

だけるような取組とか、そういった状況については、どういうふうにお

考えか、決算審査じゃないですけれども、どういうふうな取組をこれか

ら考えているか、その点についてお考えあれば教えてください。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 令和４年度の事業につきましては、実証

事業という形で実施させていただきました。令和５年度も、この度のイ

ベント終了後、１０月２７日に県央連携の観光プロジェクト会議を開催

しまして、来年度に向けての協議をしております。その中で、令和５年

度につきましても、同様に圏域版のマイクロツーリズムの推進と圏域住

民のメリットの実感創出事業ということで、引き続き事業の継続をする

中でＰＲをしていきたいと考えております。以上です。 

 

宮本政志副分科会長 今回のこの補正と裏付けられるのかなというところが、
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資料の２ページの（２）の利用者の内訳がありますよね。この事業の目

的からすると、大体合致はしている部分もあるんだけど、例えば、①の

利用者数でいくと、本市が一番多いですよね。②でいくと圧倒的に小学

生が多いですよね。つまり①でいったら、本市以外のほうをもっと増や

していかないとっていうのもあるし、②でいくと、中学生がもっと増え

ていかないとっていうのもあるし、③でいくと、キャンドルだけ突出し

てぐっと多いということは、他のところも増えていかないといけんって

いうのもありますよね。そういった評価はどのようにされてるんですか。 

 

渋谷シティセールス課観光振興係長 今の御質問ですが、委員御指摘のとおり、

やはり市内が今まだまだ一番多いという状況ではございますが、先ほど

説明をさせていただきましたが、市外という大きなくくりで言いますと、

やっぱり７割程度の方に本市に訪れていただいておりますので、これに

ついては、この度の事業について評価できる部分かなというふうに考え

ております。さらに年代別で見ましても、やはりガラス体験というのが、

夏休みに実施したこともありまして、小学生の宿題等に活用されたのか

なと認識しております。もっと小学生未満であったり、中学生以上の方

の利用が増えるように、今後やはりＰＲを強めていく必要があるかと感

じております。さらに体験別ですが、これはもうガラス未来館の各種体

験の中で、どうしてもジェルキャンドルが人気のコンテンツとなってお

りますので、当然ながら、それに伴いこういう結果が出てきておるとこ

ろでございますが、そのほかの体験につきましても十分魅力的なもので

ございますので、そちらの体験についても、これまで以上にＰＲを進め

ていきたいと思っております。以上です。 

 

岡山明委員 今の話の延長線上なんですけど、この事業は、県央の７都市に居

住する住民ということだったんですが、これは今補正予算ですよね。補

正予算としては大成功だったという話なんです。来年度の話ですが、こ

れは継続という状況なのかお聞きしたいです。 
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杉山シティセールス課長 それなりに目的を達成した事業だと考えていまして、

先ほどもちょっと御説明しましたが、７市町でもまた取り組みたいと話

が出ておりますので、当初予算にもこの事業費を計上しております。 

 

岡山明委員 今市長を中心にＣＬＡＳＳ ＧＬＡＳＳということで、来月には

東京でも販売をすることになっています。そういう状況で、よく見れば、

きららガラス未来館８２７名ということは、宇部市の常磐公園で開催さ

れた昆虫展の半分の方が実際に体験されているんだから、是非とも山陽

小野田市としてのガラスにしっかり力を入れていただきたいと思います

ので、よろしくお願います。 

 

杉山シティセールス課長 ＣＬＡＳＳ ＧＬＡＳＳのお話も出ましたが、本市

のガラス文化を広めていく上で、きららガラス未来館を拠点にしながら、

今年、現代ガラス展も開催されますので、その一環で、また体験してい

ただく方が増えるように連携して取組をしていきたいと考えております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）私

から一言。当初これをされるときにガラス未来館だけでなくて、竜王山

のオートキャンプ場、それからきらら交流館の入浴料とか、そういうこ

とも含めれば、もっと子供だけでなく、また市外からも多く来られるん

じゃないかということも申しました。来年度もしされるのであれば、そ

ういうことも参考にしてマンネリ化ならないようにということと、せっ

かく市内にレノファもございますので、レノファの選手との交流という

ことも考えて、そういう形で市外から多く人を呼べるようにしていただ

きたいなと思います。ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）以上で、審査番号④の審査を終了いたします。ここで休憩して、次

は１時１５分から行いたいと思います。どうもお疲れ様でした。 

 

午後０時１６分 休憩 
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午後１時１５分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。

審査番号⑤、⑥を一緒に行います。最初に審査番号⑥、教育委員会の社

会教育課から説明をお願いいたします。 

 

増冨中央図書館副館長 では、社会教育課ということですが、こちらは図書館

に対する寄附金の補正ですので、中央図書館から御説明させていただき

ます。それでは予算書の４６ページ、４７ページをお開きください。１

０款５項２目図書館費、２４節積立金２５０万円は、市民の方から寄附

がありましたので、市民の方の意向に沿って、市立図書館の図書の充実

に活用させていただくため、ふるさと支援基金積立金に積み立てるもの

です。なお積立金につきましては、令和５年度以降の電子書籍の購入に

活用する計画です。続きまして歳入ですが、こちらの寄附金です。予算

書の２０ページ、２１ページをお開きください。１８款１項３目教育費

寄附金、１節教育費寄附金５００万円のうち、２５０万円が図書館分と

なっております。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

長谷川知司分科会長 執行部の説明が終わりましたが、委員からの質疑を受け

付けます。 

 

伊場勇委員 ふるさと支援基金積立金が２５０万円、教育費寄附金が５００万

円ですが、この使い道について詳しく教えてもらってもいいですか。 

 

増冨中央図書館副館長 こちらは市立図書館の充実ということで、２５０万円

受け入れましたので、こちら令和５年度以降の電子書籍を購入する予定

にしております。それで５年間５０万円ずつ、当初の計画より増額して

購入する計画としております。以上です。 
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前田浩司委員 市民の方からの寄附金２５０万円、大変ありがたく思っており

ます。ちなみに何名の方からこういった寄附金をいただいてるんでしょ

うか。 

 

増冨中央図書館副館長 亡くなられた方の御遺族ということで、１家族からい

ただいております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）で

は社会教育課に対する質疑はこれで終了いたします。審査番号⑤、教育

委員会、学校教育課から説明をお願いいたします。 

 

長友学校教育課長 学校教育課から、この度の補正予算の要求について御説明

いたします。まず初めに、寄附金に関する補正についてです。補正予算

書４４、４５ページをお開きください。こちらの１０款教育費、１項教

育総務費、２目事務局費、２４節ふるさと支援基金積立金２５０万円は、

市民から寄せていただいた寄附金を活用し、令和５年度から６年度の２

年間をかけて、市内各小・中学校及び埴生幼稚園における学校図書館等

の図書購入費に充てるため、歳入した寄附金をふるさと支援基金に積み

立てを行うものです。寄附金の配分につきましては、別にお配りしてお

ります資料１ページ「図書購入事業」を御覧ください。各学校への配当

は、年間１校あたり７万５，０００円、学校図書館の施設が一体となっ

ている小中連携校は１校あたり６万２，５００円、埴生幼稚園は２万５，

０００円とし、２年間をかけて図書を整備する予定です。これに係る特

定財源のご説明をいたしますので、２０、２１ページをお開きください。

１８款寄附金、１項寄附金、３目教育費寄附金５００万円を計上してお

りますが、このうち２５０万円が、先ほどの学校図書館等の図書購入事

業に充てるものになります。次に、楽器購入事業について御説明いたし

ます。もう一度４４、４５ページをお開きください。こちらの１０款２

項小学校費、２目教育振興費、１７節校用器具費１１４万５，０００円

と、次ページ４６、４７ページの３項中学校費、２目教育振興費、１７

節校用器具費３９万３，０００円の減額は、ふるさと支援基金に積み立
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てられた寄附金を活用し、令和４年度から６年度の３年間をかけて、市

内各小・中学校及び埴生幼稚園の老朽化している楽器を購入する事業で、

令和４年度分の楽器を購入した実績による減額でございます。各学校が

購入した楽器につきましては、別にお配りしております資料２ページ「楽

器購入事業」を御覧ください。各学校が購入を希望する楽器の一覧にな

ります。令和４年度につきましては、既に全ての学校に希望された楽器

が納品されており、今年度の事業は完了しております。今年度の減額分

につきましては、翌年度以降に活用する予定になっております。続きま

して、就学援助事業について御説明いたします。戻りまして４４、４５

ページをお開きください。こちらの１０款２項小学校費、２目教育振興

費、１９節新入学児童学用品費１７０万円、修学旅行費１１０万円と、

次ページ４６、４７ページの３項中学校費、２目教育振興費、１９節修

学旅行費２５０万円、新入学生徒学用品費４００万円は、実績見込みに

よる減額でございます。同様にページ下段の１０款６項保健体育費、２

目給食費、１９節給食措置費７００万円は、実績見込みによる減額でご

ざいます。各費目の支給単価及び決算見込み額につきましては、別にお

配りしております資料３ページ「就学援助事業」を御覧ください。本市

では就学援助費の支給単価は、毎年、国の要保護児童生徒援助費補助金

事業の単価を準用して決定しております。新入学児童生徒学用品費及び

修学旅行費の単価につきましては、当初、国は令和４年度に単価を増額

する予定でしたが、その後、国から示された内容は、小学校に入学する

子どもを対象とする新入学児童学用品費のみ予定より金額は抑えられま

したが単価が引き上げられました。新入学生徒学用品費及び修学旅行費

の増額は据え置きとなっております。これにより、予算要求時の予定単

価から実際に支給された決定単価に差が生じ不用額が見込まれること、

また、修学旅行については、全ての学校が実施済みのため、今後、予算

執行が見込まれないため、実績見込みによる減額を行うものです。給食

措置費につきましては、コロナ禍による経済状況の回復の見通しが立ち

にくい状況のため、過去２年間の実績から小学校分の当初予算は、児童

数の約２３％で見込んでおりましたが、１月末時点で、認定率は約２０％

弱と前年度を下回り、認定見込数は約６３０人となっており、約９０人
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分を減額としております。中学校分の当初予算につきましても、同様の

算定により、生徒数の約２７％である約４１０人を見込んでおりました

が、１月末時点で、認定率は約２３％、認定者は約３６０人となってお

り、約５０人分を減額としております。就学援助の申請は、２月末まで

となっているため、現時点で実績見込みによる減額を行うものでござい

ます。続きまして、災害共済給付金事業について御説明いたします。同

じく４６、４７ページを御覧ください。こちらの１０款６項保健体育費、

１目学校保健体育費、１８節児童災害共済給付交付金３００万円は、実

績見込みによる減額でございます。事業概要及び決算見込み額につきま

しては、別にお配りしております資料４ページ「災害共済給付金事業」

を御覧ください。災害共済給付制度とは、日本スポーツ振興センターと

学校の設置者との契約により、学校の管理下において児童生徒が負傷す

るなどの災害に対して医療費等の災害共済給付を行うものです。学校の

管理下の災害とは、教育課程に基づく授業中、部活動などの課外指導中、

休憩時間中、これは始業前、放課後を含みます。また、通学中などのこ

とをいいます。１２月までの給付額は約１８０万円、２月時点の給付件

数は、小学校２２９件、中学校２２２件、埴生幼稚園１件となっており

ます。給付額は災害の状況により異なるため、年度末までの給付額を考

慮し、決算見込額は約３５０万円とし、不用見込み額３００万円を減額

するものであります。これに係る特定財源の御説明をいたしますので、

２２、２３ページをお開きください。２１款諸収入、４項雑入、３目雑

入、１０節日本スポーツ振興センター災害共済金３００万円は、災害共

済交付金の減額に伴う給付金を減額するものです。続いて、統合型校務

支援システム導入事業の説明をいたします。これは債務負担行為の廃止

となるものです。９ページ、第３表をお開きください。９ページ、第３

表に廃止とあります。統合型校務支援システム導入事業でございます。

期間は令和４年度から令和１０年度までで、限度額は４，８６５万４，

０００円となっております。１２月補正において令和４年度から令和１

０年度までの債務負担を設定いたしましたが、その後、令和４年１２月

２３日に開催された「第３回山口県統合型校務支援システム共同調達・

共同利用推進協議会」において基本スケジュールが変更され、令和４年
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度に契約締結に至る見込みがなくなったため、債務負担行為を廃止する

ものです。なお、令和５年度当初予算において、同額で令和５年度から

令和１０年度の債務負担行為を設定することとしております。今後のス

ケジュールにつきましては、令和５年４月に県が公募型プロポーザルを

実施し、最優秀提案者と５月から６月にかけて各市町が契約するという

流れになります。令和５年度は準備期間となり、共同運用の開始は令和

６年４月からの予定となっており、費用の発生も、令和６年度からとな

ります。平成２９年に文部科学省から示された「教育のＩＣＴ化に向け

た環境整備５か年計画」が２年間延長され、令和６年度までに統合型校

務支援システムの整備率１００％の目標が掲げられており、整備に必要

な経費は地方財政措置が講じられております。学校教育課からの説明は

以上でございます。 

 

浅川教育総務課長 教育総務課分を御説明します。補正予算書の４４、４５ペ

ージをお開きください。歳出から御説明します。１０款２項１目学校管

理費、１２節委託料のバス運行業務委託料１０６万４，０００円の減額

は、埴生小学校スクールバスの運行業務委託料について、落札減等によ

るものです。同じ学校管理費の１７節備品購入費の機械器具費３０万円

につきましては、令和４年に発生した園児の送迎用バス置き去り事案を

受け、国が送迎用バスの置き去り防止安全装置の導入支援を行うことに

なったため、松原分校及び埴生小学校のスクールバスに置き去り防止を

支援する安全装置の装備等をするものです。資料を御覧ください。購入

を考えているのは降車時確認式の装置で、図にありますとおり車のエン

ジンを停止後、運転手に車内の確認を促す警報が流れます。運転手が車

内を確認し、車両後部の装置を操作することで警報が停止する仕組みの

装置です。続きまして、補正予算書の ４６、４７ページをお開きくださ

い。１０款２項３目学校建設費、１２節委託料の設計委託料２３３万１，

０００円の減額につきましては、高千帆小学校屋内運動場の外壁改修事

業の実施設計業務委託で、落札減によるものです。次に１０款２項３目

学校建設費、１４節工事請負費の工事請負費１，１９９万３，０００円
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の減額につきましては、高千帆小学校校舎整備事業の工事費の確定によ

るもので、１７節備品購入費の校用器具費４４６万５，０００円の減額

につきましては、高千帆小学校のカーテンやラック等の備品について落

札減によるものです。続きまして、１０款３項３目学校建設費、１４節

工事請負費の工事請負費９６５万１，０００円の減額につきましては、

「厚狭中学校教室棟トイレ改修工事」、「厚狭中学校配膳室通路補修事

業」、「学校和式トイレ洋式化事業」での落札減によるものです。続い

て、歳入を御説明します。１６、１７ページをお開きください。１５款

１項３目教育費国庫負担金、１節小学校費 国庫負担金の公立学校施設整

備費負担金５５０万８，０００円は、国の制度改正により、国庫負担金

の対象面積が増加したことにより増額となるものです。続きまして、１

５款２項２目民生費国庫補助金、２節児童福祉費、国庫補助金の子ども・

子育て支援整備交付金１，６１７万３，０００円の減額のうち３１万６，

０００円の増額は、高千帆小学校校舎内に整備した高千帆児童クラブの

施設整備に係るもので、補助基準額の増額によるものです。続きまして、

１５款２項６目教育費国庫補助金、１節小学校費 国庫補助金の学校安全

特別対策事業費補助金１７万６，０００円は、スクールバスの安全装置

導入支援に係る補助金です。続いて、１８、１９ページをお開きくださ

い。１６款２項２目民生費県補助金、２節児童福祉費、県補助金の子ど

も・子育て支援整備交付金１５７万円の減額のうち８万円の増額は、高

千帆児童クラブの施設整備に係るもので、補助基準額の増額によるもの

です。続いて、２２、２３ページをお開きください。２２款１項２目民

生債、１節児童福祉債の児童クラブ室整備事業債１，１８０万円の減額

のうち１，０６０万円の減額は、高千帆児童クラブの施設整備に係る工

事請負費の減額によるものです。２２款１項８目教育債、１節小学校債

の小学校整備事業債１，２３０万円の減額は、高千帆小学校校舎整備事

業の減額によるものです。同じく小学校施設改修事業債１３０万円の増

額は、高千帆小学校屋内運動場の外壁改修事業の実施設計委託料の減額

と、小野田児童クラブ室整備事業の増額によるものです。２４、２５ペ

ージをお開きください。２２款１項８目教育債、２節中学校債の中学校
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整備事業債１０万円の減額は、厚狭中学校法面整備事業の工事請負費の

減額によるものです。同じく中学校施設改修事業債５６０万円の減額は

厚狭中学校トイレ改修事業の工事請負費の減額によるものです。１０ペ

ージをお開きください。地方債限度額の補正になります。先ほど御説明

しました、小学校施設改修事業債の限度額１，２５０万円を１，３８０

万円に、１３０万円の増額補正となります。８ページをお開きください。

繰越明許費の補正です。１０款２項スクールバス安全装置導入事業３０

万円の繰越明許費の追加です。先ほど御説明しましたバスの安全装置に

ついて、国が令和４年度第２次補正予算にて送迎用バスの安全装置導入

支援をすることになり、山口県においても令和４年度２月議会において

補正予算案にあがっていることから、令和４年度中に事業完了が見込め

ないため来年度に繰り越すものです。説明は以上です。御審査のほどよ

ろしくお願いします。 

 

和田学校給食センター所長 それでは学校給食センター分を説明いたします。

補正予算書の４７ページをお開きください。１０款６項２目給食費、１

０節需用費、賄材料費１，９８９万４，０００円の減額につきまして、

お手元の資料を御覧ください。当初予算は、全児童生徒及び教職員の給

食予定提供日数を学校給食センター稼働予定日数２００日として２億６，

９５８万９，０００円を計上しておりました。それに対しまして、２学

期までの支出済額１億８，５５４万８，４３９円と３学期の各学校、学

年それぞれの給食予定日数で算定した支出見込み額６，４１４万５，６

２０円の計２億４，９６９万４，０５９円を今年度の支出見込み額とし、

当初予算と支出見込み額の差額を不要見込み額とし減額計上しておりま

す。また、それに伴う歳入につきまして、予算書の２３ページをお開き

ください。２１款４項１０節教育費雑入を同額減額としています。学校

給食センターの説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

長谷川知司分科会長 では質疑については、それぞれ行っていきたいと思いま

す。最初に学校教育課について、委員から質疑ございませんか。 
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笹木慶之委員 これは小中学校合わせてのことなんですが、修学旅行の関係あ

るいは新入学生徒の用品の関係ですね、今減額になっていますが、大体

こう見てみますと、約４０人ぐらいの数がそのまま出てくるわけですけ

どね。一部７０人というのは出てきますが、このぐらいの数値というの

は、毎年起こりうることですか。 

 

三藤学校教育課主査 予算を計上するときには、当該年度の単価見込みから人

数を計算しております。今年度につきましては、予算を当初予算と実際

の決定単価に差分がございましたので、それにつきましては、今年度の

みの減額となっております。そのほか人数等につきましては、単価減以

外に、大体２２人から２５名程度の減ということで、合わせてこの度は、

一緒に減額をしております。必ずしも毎年度、このぐらいの差額が出る

とは限らないということになります。 

 

笹木慶之委員 これは教育委員会に限ったことじゃないんですけど、かなり厳

しい財政運営が予定される中で数字をシビアに見ていかないとというこ

とでかなりの差が出ておりますから、その辺についてお聞きしたわけで

す。例えば単純計算してみますと、小学校の教育支援等では約３０人、

それから修学旅行では５０人というような数字が出てきますから、今説

明あって分かりましたが、やはり正確な数の把握をしてもらいたいなと

思っております。 

 

伊場勇委員 令和４年度から楽器購入事業についてされているということで、

いろんな小中学校の要望を聞いてのものだと思うんですけども、いろい

ろ実情を市民の方から聞いてると、結構、年度によって、例えば吹奏楽

部の人数が上下したりして、多いときには違う中学校とか違う団体から

楽器を借りて、そういった部活なりが何とかできてるということで、令

和４年度から始まってとてもいいなと思ったんです。３か年に分けてや

るよりも今すぐ必要なものは与えてあげれないのかなって思うところと、
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あと不用見込額というのも出てるんですが、これについては、もし不用

見込額あるのであれば、足り切っているものではないと思うんですよ。

なので、それについてももう一回要望を聞くとか、そういうことという

のはできないのかなと思ったんですが、その点ついてはいかがですか。 

 

長友学校教育課長 まずこの購入希望につきましては、学校に下ろしまして、

必要なものということで聞いております。それから、年度の予算の中に

おいて、各学校で買えそうな分につきましては、どうかという打診もし

ております。一気に使ったらどうかというお話だと思うんですが、いろ

いろよく聞いておりますと、やはり指導する者の好みによったりとか、

今伊場委員が指摘されましたように、そのときの人数とかいろいろあり

ますので、年度によって変わったりする部分もあります。そうしたこと

から３年ぐらい見通したほうが必要なものが買えるのではないかという

ような判断で、このような進め方をしております。 

 

伊場勇委員 例えばこの詳しい表を出していただいてありがたいんですけども、

赤崎小とか本山小、出合小とか厚陽小はもう３年度分の希望がないじゃ

ないですか。それについては、新たにもう一回聞くのか、もう３年度分

購入をされないのか。そういったところはどうなんですか。 

 

長友学校教育課長 先ほど申しましたように、これは令和３年度のときに聞い

ております。その後、必要となるものも生まれてくると考えております

ので、先ほどの入札減による差分とか、令和６年度に挙げてないような

ところにつきましては、もう一度お尋ねして必要なものを買っていきた

いと思いますし、ここに挙げているもの以外でも必要なものということ

が分かれば、個々に対応してまいりたいと思っております。 

 

伊場勇委員 例えば中学校によっては、大きい中学校と少人数の中学校、大小

あると思います。そういったところというのは、金額に少し差を付けて

いるとか、そういったところもあるんですか。 
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長友学校教育課長 学校規模に応じて金額を変えるということも考えましたが、

そうすると小さな学校が高価なものを買おうと思ったときに足りないと

いうようなことが生じる恐れがあります。まずは必要なものというとこ

ろで、金額に関わらずお聞きしております。 

 

岡山明委員 私も楽器のことで確認しようと思ったんですけど、これは寄附金

による状況なんですけど、山陽小野田市内の小中学校で、この人数に対

して、この楽器は幾ら必要だと、楽器の台数とかその辺は、市内で統一

した木琴とかの数は、人数割りで幾らと台帳みたいな形でまとめられて

ますか。 

 

長友学校教育課長 ある程度必要な数というのはそろえておりますが、学級の

人数も変わりますし、学級数が減ったりとかいろいろな状況がございま

すので、統一したものを設けてはおりません。 

 

岡山明委員 そうすると統一的なものが決まってないとすると、小中学校の生

徒に対しての人数割りと楽器の数が、極端な話、学校によって多い少な

いという格差があると、ある程度、教師の選別で楽器の数が違うと、こ

れ現実にあるということですね。 

 

長友学校教育課長 教師によって数が変わるということではありません。数が

変わったとしても、数台のことではないかと予想されます。例えば木琴

の話が出ましたけども、木琴で年のうち一時的に使うものを数をそろえ

ておくのかということにもなりますし、各学校間で融通できるものはな

いかということもございます。そうしたことも踏まえて、音楽での楽器

とかそういったものがきちんと行われるということが重要ですので、そ

ろえるというよりも、ある程度はそろえますけども、必要なものにつき

ましては、各学校で融通し合ったりとか、それでも足りない部分につい

ては、配当しておりますお金の中から購入していただくというような形
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で対応しております。 

 

岡山明委員 そういうことで、今私はその話を聞くと、やっぱり学校によって

楽器の数の格差があると。そういう状況で、最低限の楽器の数は各小中

学校に配布すると。学校生徒に対する格差がなくなるために見える化じ

ゃないけど、そういう台帳の下で楽器数の把握をしっかりするという形

は今とられてないと。そういうことになると、あくまでも学校の教員の

動向で変わるというのが現状ということですね。 

 

長友学校教育課長 各学校には、基本的に学習するに足るものはそろっておる

と考えております。ですので、格差というような言い方がちょっとかな

り誤解を招くような気がするんですけども、確かに数の差はありますが、

それが格差かどうかというと、またちょっと別の問題になろうかと思い

ます。学習指導におきましては、基本的に学習指導要領に沿って授業は

進めておりますので、先生によってというのはかなり語弊があるかなと

思います。学習指導要領に沿って事業を進めてまいっておりますので、

どの学校でも同じような音楽教育が進められているものと考えておりま

す。 

 

長谷川教育長 いろいろ御心配をおかけします。今楽器の件が取り出されてい

ますけども、授業を行うための楽器は必ず全部そろえてあります。全て

の学校について足りている。そのために予算もきちんと充当しておりま

すし、それによって学校側は足りないものを購入して、授業に活用して

いるという状況があります。今回のこの楽器というのは、どちらかとい

うと課外学習というか、部活動であったりとか、演奏会に出るための楽

器であったりとか、そういったものというふうに考えていただくと御理

解しやすいんじゃないかと思います。 

 

宮本政志副分科会長 先ほど図書館のときと寄附金５００万円を２５０万、２

５０万で分けてますよね。先ほど図書館の２５０万円に関しては、１家
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族からと認識したんだけど、１家族で５００万円が入ったんですか。そ

れともこの２５０万円はまた別の方からの寄附ですか。 

 

三藤学校教育課主査 図書購入事業の２５０万円でよろしいでしょうか。（「１

家族って言ったよね」と呼ぶ者あり）はい、図書館と同じ方からの御寄

附ということになります。 

 

宮本政志副分科会長 ５００万円ですか。 

 

三藤学校教育課主査 はい。 

 

宮本政志副分科会長 そういうことね。１家族の方で５００万円寄附いただい

て、２５０万円ずつということですよね。それを２５０万円ずつにされ

た根拠は何ですか。３００万円と２００万円でもいいし、４００万円と

１００万円でもいいわけですよね。どういう根拠で２分の１ずつに分け

たんですか。 

 

長友学校教育課長 図書の購入費ですから、学校としては多ければ多いほどい

いというふうにも考えますし、図書館に示しましても多ければ多いほど

いいというふうに考えられると思います。それで、大きな根拠はありま

せんけども、こうやってお金を並べたときに、このくらいあれば、さら

に図書が充当できるなというようなところで考えた額でございます。大

きな根拠はありません。 

 

三藤学校教育課主査 金額の決定ではないんですが、御寄附頂いた方の御希望

としまして、中央図書館の図書費と学校図書館の整備ということで、指

定寄附になっております。ただ、金額のほうはこちらで考えさせていた

だいたということになります。 

 

宮本政志副分科会長 それで金額のほうは分かったんですけれど、そうすると
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授業で要るというのが、音楽の授業で要る楽器とか、あるいは吹奏楽部

のほうでということで、どなたの御希望を聞いてるのかをお聞きしたか

ったんだけど、先ほど課長は学校に下ろして聞いてるんですよと。音楽

の担当の先生なのか、生徒の希望を聞くのか、あるいは吹奏楽の生徒や

担当の先生に聞くのかなって思ったんだけど、音楽の授業のほうは、別

の予算とおっしゃったんで、主にこれは吹奏楽部の先生や生徒から希望

をお聞きしてるということでいいんですか。 

 

長友学校教育課長 全てが吹奏楽とかその他というわけではございませんが、

学校に必要なものというところで聞いておりますので、音楽の授業に使

うものも、これを見たら入ってはおります。 

 

宮本政志副分科会長 何が聞きたいかって、一部のところだけに聞くんじゃな

くて、一応学校全体でどういったものが必要かというのは、きちんと精

査してるということでいいんですか。 

 

長友学校教育課長 学校の校長に下ろしまして、職員会で話したと聞いており

ます。（「はい、分かりました」と呼ぶ者あり） 

 

古豊和惠委員 先ほど図書費のほうも寄附で本のほうを購入。楽器購入も寄附

金による購入と書いてあります。寄附金による楽器購入で、令和４年、

５年、６年とこれから先もあるかないか分かりませんけれども、そうす

ると、この寄附金というのは計画的にというか、楽器が購入できるほど

の決まった金額の寄附金があるということでよろしいですか。 

 

三藤学校教育課主査 こちらのほうは、以前頂いておりました１，５００万円

の寄附を、令和４年から３年間、基金に積立てていた予算を使いながら

購入するというものですので、一旦、この楽器の購入事業は、令和６年

度までということで計画をしております。 
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前田浩司委員 この楽器のいわゆる備品管理というのを、教育委員会全体でお

さえておられて、やはりこれから先、生徒の増減も想定されるので、必

要な数が本当にそこにあるのか、逆に学校から言われたものを即買って

いくということではなくて、備品台帳の全体のバランスを見て、必要な

ものを適時買われるという動きをとられてると理解してよろしいんです

か。その辺の動きをちょっと知りたいです。 

 

長友学校教育課長 基本的に備品の管理は学校がするようになっております。

それで学校が、備品が壊れたりとか、音が出ないとか、使用上困るとい

うような場合について、予算があればそちらの予算で購入しますし、こ

の度、この楽器の購入というところで予算が付きましたので、それを使

って買っている学校もあります。教育委員会が見てというよりも、各学

校で必要なものをしっかりと見て、教員でしっかり話して決めていると

聞いております。 

 

前田浩司委員 やっぱり必要なものを本当に必要な予算の中で買っていくとい

うことが大事かなと思うので、例えばほかの学校の生徒減で、もう使え

ない状況のものがもしあるんだったら、例えば代用で、そういったもの

を移行して、一時的にそういったことでしのいでいくとか、買うのはお

金があれば幾らでも買えるんですけれども、その辺の管理もしっかりや

はり教育委員会の方も全体の備品管理というのを持っておられて、時限

的に管理されておられたほうが、これから先いいんじゃないかなという

ことでちょっと今質問させていただきました。 

 

長谷川教育長 貴重な御指摘ありがとうございます。各学校には、備品台帳と

いうのがございます。それぞれの教科についても、その備品がどういう

ものがあるということが記録に残っていますので、必要に応じてそうい

ったものを見ながら購入していくということも必要だろうと思います。

また、学校訪問等で各学校を回りますので、そういったときにもちょっ

と注意をして見ていきたいと思います。 
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長谷川知司分科会長 楽器についてございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）

ここで空気入替えのため、２時１０分まで休憩したいと思います。 

 

午後２時３分 休憩 

 

午後２時１０分 再開 

 

長谷川知司分科会長 では休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。

学校教育課のほうでメインに行っております。災害共済と統合型校務支

援システムは学校教育でいいんですか。（「はい」と呼ぶ者あり）この

二つについて質疑を受け付けます。 

 

岡山明委員 災害共済の資料も頂いておるんですけど、今回３００万円減とい

う状況なってますよね。資料を見ると、予算額が６５０万円で、子供た

ちの給付件数が４５２件と出とるんですけど、件数の最近の推移はどう

なっているのか。今年初めて３００万円という減が出たのかどうか、そ

の辺分かればお聞きします。 

 

三浦学校教育課学務係長 令和３年度の実績については、小学校、中学校合わ

せまして６６３件給付が発生しておりまして、給付額は約４０８万円で

す。続きまして、令和２年度は給付件数が５４２件で、給付額は約３５

０万円です。続きまして、平成３１年度は給付件数が６０３件で、給付

額は約３２０万円となっております。以上です。 

 

岡山明委員 大体６６０から５５０ぐらいの件数で推移しとるという状況が分

かりました。件数は分かったんですけど、４７ページの児童災害共済給

付交付金は補正前が４，６４４万１，０００円ですね。それに対して今

お話しするのは６５０万円という状況で差があるんです。これほかに何

に使われてるか、お聞きしたいんですけどね。 
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長谷川知司分科会長 ちょっと補正とは関係ないかもしれないです。議案に限

っていきましょう。 

 

宮本政志副分科会長 この資料から行きましょう。小学校２２９件、中学校２

２２件で、埴生幼稚園１件。埴生幼稚園の１件が気になるんですけど、

これはどういった内容のものですか。 

 

長友学校教育課長 この１件につきまして、内容を把握しておりませんが、も

し災害と大きなことであれば、学校教育課のほうに連絡が入っているは

ずです。連絡がないということは、ころんでちょっとけがをしたとか、

何かそういったところではないかなと推察しております。 

 

長谷川知司分科会長 ほかにはございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

長谷川知司分科会長 では、支援システムを含めて、これでいいですか。（「な

し」と呼ぶ者あり）次に就学援助に入ります。就学援助事業について、

質疑はありますか。 

 

伊場勇委員 就学援助事業については、見込みより人数が減ったという御報告

をいただきましたが、今、実数で何名の方が援助を受けられているんで

しょうか。小学校、中学校それぞれ教えてください。 

 

三藤学校教育課主査 令和４年１月末現在で、認定者、小学校が６２２人、中

学校が３４９人、合わせて９７１人の方が対象となっております。 

 

伊場勇委員 はい、ありがとうございます。これは認定率という言い方するん

ですかね、これはパーセンテージでいくと、何パーセントぐらいの方な

んでしょうか。教えてください。 
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三藤学校教育課主査 小学校が約２０％、中学校が約２３％、合わせますと、

現時点では２１％の見込みでございます。 

 

宮本政志副分科会長 まず本市の今の生徒児童の全体数は何人ですか。 

 

三藤学校教育課主査 令和４年５月１日現在にはなるんですが、小学校が３，

１１８人、中学校が１，５０６人になっております。 

 

宮本政志副分科会長 今言われた、令和４年５月１日の４，６２４人なのかな。

その中で６２２人と３４９人でいいのかな。 

 

三藤学校教育課主査 はい、そのようになります。 

 

宮本政志副分科会長 この就学援助制度の詳細をお聞きしてよろしいですか。

そもそもどういった制度ですか。 

 

三藤学校教育課主査 経済的に就学が困難と見込まれる方に対する制度で、申

請があったものに対して、こちらのほうで所得審査をさせていただいて、

支給単価若しくは給食費は実費額の支給ということにはなるんですが、

それぞれに合わせて、学期末等に保護者の口座に支給をさせていただい

ているというものになります。 

 

長谷川知司分科会長 あくまでも本人申請があってということですね。（「は

い」と呼ぶ者あり）分かりました。 

 

宮本政志副分科会長 先ほど伊場委員が認定率のことを言われたんですけど、

県内の他市でいくと、うちの本市のこの認定率は高いんですか。それと

も平均的、低いほうなのかな。 

 

三藤学校教育課主査 他市が調査した県内の状況の調べがございまして、それ
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によると、現在では県内で一番の認定率ということにはなっております。

これは県が出した数字とはまた異なりますので、改めて県からの結果の

集計があると思います。 

 

長谷川知司分科会長 一番というのは、一番率が高いということですか。 

 

三藤学校教育課主査 はい、そのようになっております。 

 

伊場勇委員 必要な方には必要な金額をしっかり教育を受けていただくととも

に、認定率が高いというのは、結構、昔問題になって、平準化みたいな

ところが何かこう指導等あったように見えるんですけども、本市が高い

という理由は何かあるんですか。何か基準がそんなにいびつになってる

わけじゃないですよね。その点についてはどう推察されますか。ちゃん

とアナウンスがされてて、ちゃんと漏れなく申請してもらってる。これ

申請するのにも抵抗される方もいらっしゃるかもしれません。そうやっ

てお金をもらうことが恥ずかしいことだって思ってる方もいらっしゃる

かもしれませんが、こういう制度はちゃんと作るべきだと私も思うので、

そういうところはちゃんと充実してるから認定率が高いのか、その辺は

どういうふうにお考えでしょうか。 

 

三藤学校教育課主査 認定の基準審査なんですが、市によって異なることはあ

ります。ただ、生活保護基準の１.３倍以内というところでは、ほぼ他市

町と同様と考えております。 

 

宮本政志副分科会長 これホームページで令和５年度の支給内容、支給時期と

いうのが公表されているんですけど、今それ聞きたかったの。生活保護

受給世帯のほうの基準とどうなのかということで、これ２人世帯３人世

帯４人世帯５人世帯ってホームページでこれ出ていますよね、総収入額

と総所得額って。その１.３倍以内でしょ。ということは、１.３倍以内

なら幾らでもいいってことですよね。幾らでもいいっていうところで、
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もし他市と差があるから、うちが認定率が高いのか。その辺りというの

は、他市町とほぼ一緒なんですか。 

 

三藤学校教育課主査 これは所得の基準が異なることもございます。本市は、

純粋な所得額を見させていただいておりますが、社会保険料等を除いた

金額から算定する場合もございます。また、必要な経費を計算するとき

に、例えば持家である、持家でない、そういったところまで見る見ない

など、各市町によってそういうところで差が生じていると思っておりま

す。 

 

宮本政志副分科会長 基準を定めてやるというのは、条例、規則ですか。 

 

三藤学校教育課主査 市の規則です。 

 

宮本政志副分科会長 会長、その規則が今どうなっているか、僕、準備不足で

見当たらなかったんで、今手元にないんですよね。その規則というのを

資料請求したいなと思うんで、議決取ってほしいんだけど。その規則と

いうのは基本的にあれですか。担当課から見て、本市は緩いな、あるい

はその規則はちょっと厳し目だなって、どう思われますか。 

 

三藤学校教育課主査 規則に関しましては、支給時期やその他要件等が書いて

あるんですが、基本的には、他市とほぼ同様の内容になっているとは思

います。若干市によって異なりますので、うち独自の箇所もございます

が、認定等については、大体他市と同様というふうには捉えております。 

 

宮本政志副分科会長 今このホームページの資料を見ますと、確かにいろいろ

支給時期とかというのは、日にちも書いてあるし、学用品や新入学の用

品の件、給食費の件というのは、一通り載ってるんですけど、そうする

と本市が定めている規則というのは、文部科学省が例えば、もうこうい

うふうにしなさいと言ったところで、それに合わせて作ってあるのであ



 78 

れば、なかなか本市だけ変えていくという手続をしても、これ国が絡む

と難しいと思うんだけど、それはもう本市独自でも規則というのは、変

えるのはそんなに難しくないんですか。それを先にお聞きしたい。 

 

三藤学校教育課主査 もともと就学援助は国の補助金を用いて、実施がありま

した。ただ、平成１７年度から国の補助金が廃止されて、それ以降は市

単独で事業を行っておりますので、規則等については、市独自の内容で

改正ができるということになります。 

 

伊場勇委員 今の一連の質疑等からもなかなかこの就学援助についても、規則

等の資料って、僕もじっくり読んだことないのでいかがでしょうか。資

料請求するべきかなと思いますが。 

 

長谷川知司分科会長 資料請求して、それを基にまたここで審査するというこ

とですか。 

 

宮本政志副分科会長 就学援助の対象として修学旅行とか給食費とかいろいろ

あるんで、それの質疑がもし出たときに、規則がどうなのかっていうふ

うなことで質疑が出る可能性があるから、どれぐらい時間かかるか分か

らないんですけど、その規則がもし資料でもらえれば、質疑に役立つか

なと思って、私も伊場委員も資料請求の議決を取っていただきたいなと

言ってるんです。 

 

長谷川知司分科会長 ちょっとここで暫時休憩します。 

 

午後２時２６分 休憩 

 

午後２時３３分 再開 

 

長谷川知司分科会長 休憩を解きまして総務文教分科会を再開いたします。た
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だいま山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則という資料を準備して

皆様にお配りしました。これを参考にして質疑を受け付けます。 

 

古豊和惠委員 新入学児童の学用品購入費とか修学旅行費というのは、多分必

要なときに保護者の口座のほうに振り込まれるのだろうなと思います。

でも、学校給食費は今これを見ますと、各学期の最終月の１０日及び１

０月１０日と書いてあるんですけれど、ということはまとめて保護者の

口座に入るわけですか。 

 

三藤学校教育課主査 学校給食費につきましては、各学期の最終月と書いてご

ざいますので、７月、１２月、３月に支給日がございまして、そして、

１０月に今一度、２学期の間に支払うということで、年に４回支払をし

ております。 

 

古豊和惠委員 それでは保護者のほうにまとめて振り込まれます。振り込んだ

給食費というのは、保護者のほうからまた学校のほうへ振り込む形にな

るんじゃないんですか。給食センターのほうへ振り込まれる形になるん

ですか。 

 

三藤学校教育課主査 基本的には保護者が給食センターへ学校給食費を支払い、

その後、就学援助で補塡されるというような流れとお考えいただけたら

と思います。 

 

古豊和惠委員 それでは保護者が一旦振り込んでおかないと、保護者のほうへ

は入らないと。そうすると、保護者が振り込む能力がない場合は、もう

振り込まなかったら、もちろん市のほうからも振り込みがないというこ

とでよろしいんですか。 

 

長谷川知司分科会長 ちょっと今質問を整理しますけど、給食費を先に払い込

んで、その補塡を後からするということになってるけど、最初に振り込
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むことが、お金がないなり能力がなかったらどうなるのかということで

すね。 

 

三藤学校教育課主査 こちらの先ほどお配りしました規則の第１０条の３項な

んですけれども、給食費につきましては、学校給食に要する費用に未納

が生じた場合には、当該未納金に充てるとございます。これは市の会計

口座に振り込むということで、未納が生じた場合には、給食センターに

就学援助費を支給するという流れになっております。 

 

長谷川知司分科会長 保護者を通さず直接行くということですね。 

 

三藤学校教育課主査 はい、そうです。 

 

伊場勇委員 では、給食費のほうに行っていいですか。 

 

長谷川知司分科会長 どうぞ。 

 

伊場勇委員 １，９８９万４，９４１円の減額のことについてお聞きしますが、

これはもう賄材料費として一回頂いているものですか。そうじゃないで

すか。ちょっと確認させてください。 

 

和田学校給食センター所長 賄材料費につきまして、歳出予算として、年度当

初に計上させていただいている額から、今年度の支出見込額がある程度、

実績値に近い数字が出せましたので、その差額を今回不用額として減額

計上させていただいております。学校給食の食材費として計上させてい

ただいてる金額です、賄材料費が。 

 

伊場勇委員 僕はちょっとまだ理解できてないんだと思います。給食費をもう

もらってるんですか。そして、不用額で返さなきゃいけなくなるんじゃ

ないですかという話なんですけど、そうじゃないということですか。そ
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れをちょっと説明してください。 

 

和田学校給食センター所長 歳出として、予算計上していた金額を、市に戻す

といいますか。ですので、給食費として保護者の方から頂いている金額

を食材費として出しているわけではないので、歳出と歳入は別々で計上

させていただいておりますので、今回は歳出額につきましては、減額計

上とさせていただいておりまして、当然歳入もそれだけ必要がなくなり

ますので、歳入も同額のほう減額とさせていただいております。 

 

宮本政志副分科会長 ということは、この賄材料費って給食の材料費というこ

とは昨年の９月定例会の決算のときに、そういうふうな答弁があったん

ですよ。材料費そのものが、１，９００万円減ったということですよね。 

 

和田学校給食センター所長 はい、そのとおりでございます。 

 

宮本政志副分科会長 そうすると、なぜその材料費がここまで減ったかという

のは、例えば今物価がこれだけ上がってますよね。普通は上がってくる

と、でも下がるとということは、まずこれ材料購入に当たって、これ入

札ですか。 

 

和田学校給食センター所長 まず、食材費の購入につきましては、見積り合わ

せのほうを行っておりまして、より安価な業者を選ばせていただいてお

ります。 

 

宮本政志副分科会長 ちなみにこの１，９００万円減が出たときは何社ですか。 

 

和田学校給食センター所長 現在２２社だと思うんですが、登録いただいてる

んですけど、この減につきましては、当初予算としては、児童生徒の給

食日数をそれぞれ学校給食センター稼働予定日数の２００日として計上

しておりましたが、実際に学年、学校、学級とかに、イベント等にもよ
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りまして、給食提供日数というのが減ってはくるんですね。大体１８０

日とか１９０日、多いところで１９６日ぐらいなんですが、減ってきま

すので、その減ってきた日数の減額分と。ですので、給食費、小学校１

食当たり２５０円、２９０円というのは変わっておりませんので、それ

の積み重ねの金額が減ったという形です。 

 

宮本政志副分科会長 ということは、業者同士がもう入札しようと思って、価

格をどんどんどんどん下げてって業者のほうに無理が生じてるというこ

とはなくて、たしか昨年の決算のときは１８５日が前提で、今資料は１

９０日。おっしゃったように一番多いのが１９６日というふうに、日数

の増減によって、今回どっと予定２００日よりも減ったから、２５０円

と２９０円掛ける四千何百人やから、だからこれだけ１，９００幾ら、

この度減ったんですよということですか。 

 

和田学校給食センター所長 はい、そのとおりでございます。 

 

岡山明委員 日数という話が出たんですが、今は物価高という状況が当然あり

ますよね。そういう物価高より、学校の日数が１日、２日減ったほうの

金額が大きいんですか。話を聞くとそうなりますよね。物価の上昇率よ

りは、学校給食を提供する日数が減ったほうが大きいということで、１，

９００万円減が出たという発言じゃないですかね。 

 

和田学校給食センター所長 まず物価高による対策といたしまして、１２月議

会のほうで物価額高騰分につきまして、地方創生交付金のほう活用させ

ていただくということで、約３００万円ほど増額補正のほうさせていた

だいております。それは物価高騰に対する対策ということで、３学期の

給食費のほうに小学校１食当たり１２円、中学校１４円を計上しており

ます。今回の減額補正につきましては、当初予定してました給食提供日

数２００日で大体予定をしてたんですけど、例えば、各学校、学年によ

って年間の給食日数が１８０食といたしますと、小学生が１８０食とい
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たしますと、２０食予定より減ります。それに対しまして小学生１食当

たり２５０円の給食費になりますので、２５０円掛ける２０日分ですの

で５，０００円。１人５，０００円の減という形になりますので、それ

掛ける児童生徒日数という形で、その積み重ねが今回の１，９００万円

という形になっております。 

 

長谷川知司分科会長 ちょっと聞きますけど、それはあくまでも物価高よりも

そちらのほうが金額が大きいから、減額になったということですね。 

 

和田学校給食センター所長 はい、そのとおりです。 

 

伊場勇委員 給食措置費の７００万円の減について。これは頂いてる資料の一

番下のところですかね。就学援助事業の給食措置費の減額、不用見込み

でこの７００万円ということでいいんですか。 

 

三藤学校教育課主査 はい、就学援助はそのようになります。 

 

伊場勇委員 はい、分かりました。この令和４年度の滞納未納については、状

況いかがですか。令和３年度は２８０万円程度というふうに聞いており

ましたが、その辺はいかがなんでしょうか。 

 

和田学校給食センター所長 当然今年度の収納率と、まだ納期未到来のものも

ございますので出せる状況ではないんですが、同じ時期と比べまして、

令和３年度、令和４年度若干ちょっと収納率のほうが下がってきている

傾向にはございます。 

 

伊場勇委員 収納率が下がっていると、数字で少し教えてもらっていいですか。

分かる範囲で結構です。 

 

和田学校給食センター所長 今最新のものとして１月末現在、１月末現在にな
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りますので納期としては１２月分、１期から８期分までの給食費になり

ますが、それでいきますと、令和３年度の収納率が１月末時点で７２.

４４％だったものが、令和４年度につきましては、７１.７６％というこ

とでございます。全体です。 

 

宮本政志副分科会長 パーセンテージは今分かったんですけど、人数は分かり

ますか。 

 

和田学校給食センター所長 現時点で今滞納がある人数といたしましては、児

童生徒数で１７６人となっております。 

 

伊場勇委員 今までの質疑で、就学援助をもらっていて、そのうちでまた滞納

未納されてる方はいらっしゃらないですか。 

 

和田学校給食センター所長 いらっしゃいます。 

 

伊場勇委員 規則に１０条の３項でしたか。先ほど三藤さんがおっしゃったこ

とについては、未納が生じた場合は、当該未納金に給食費を充てると書

いてるのにいらっしゃるってことなんですか。その原因というのはどう

いうことなんですか。 

 

和田学校給食センター所長 未納金額が生じて、例えば令和３年１期分の就学

援助費について、令和３年度の１月分の未納を充てるということはでき

てないので、現物給付ができてない形になりますので、どうしても未納

が発生した後に、その後、例えば令和３年度の未納につきまして、令和

４年度の就学援助費の一部を充てるということをしておりますので、ど

うしても未納が発生してから、その後支払われる予定の就学援助を充て

るという形になっておりますので、未納のほうが発生している形になっ

ております。 
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宮本政志副分科会長 ちょっと少し話が複雑なると分かりにくいんで、まず、

さっき令和４年の未納者が全体で１７６人と言われたでしょ。令和３年

は人数どうだったんですか。 

 

和田学校給食センター所長 令和３年度につきましては決算時点で１３６人で

す。 

 

宮本政志副分科会長 令和３年は全体で未納者１３６人、令和４年で１７６人

でしょ。増えてますよね。このうち就学援助対象者の滞納者数は、令和

３年が何人で、令和４年は今のところ何人ですか。 

 

和田学校給食センター所長 令和３年度につきましては、１３６人のうち６８

人が就学援助受給者の方です。令和４年度につきましては、現時点で１

７６人に対しまして１０８人が就学援助を受給されてる方になっており

ます。 

 

宮本政志副分科会長 就学援助制度のホームページの資料と先ほど資料恵与で

もらったものはもう目を通してるんだけど、簡単に言うと、就学援助対

象者というのは、市のほうから給食費を一旦もらうわけですか。それを

まずお聞きします。 

 

和田学校給食センター所長 はい、そのとおりでございます。まずは、市のほ

うから就学援助費として御本人の口座のほうに入る形になっております。 

 

宮本政志副分科会長 給食センターの方分かると思うんだけど、生活保護受給

者の場合はどうなんですか。市のほうから生活保護受給者のほうに給食

費が払われるのか、センターのほうに直接払われるのか。 

 

和田学校給食センター所長 生活保護の方につきましては、直接市のほうに払

われます。 
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宮本政志副分科会長 今こう聞いていたら、すごい矛盾を感じるんだけど、就

学援助対象者というのは税金から給食費を払いなさいってもらっている

わけでしょう。その方が今度は給食費をどこに払うんですか。センター

に払うんですか。学校に払うんですか。 

 

和田学校給食センター所長 市に納めていただきます。 

 

宮本政志副分科会長 話がおかしくないかな。就学援助対象者は、税金から給

食費をもらっているわけでしょう。それをさっき１３６人のうち６８人

よ。滞納者が半分よ。１７６人のうち１０８人って半分以上よ。税金か

ら一旦給食費をもらっているんでしょう。それをセンターに払わないと

いうことは、何かほかに使っているということでしょう。その足らない

部分をどうしているんですか。９月の決算のときには、その部分に関し

て滞納未納が多かったら、子供たちの給食が減るんじゃないかという懸

念がこの分科会で、そこを中心に議論になったわけ。いや、減ることは

ありませんという答弁だったの。そうするとどうなっているの。だって

本来、材料を買うためにこれだけの人数でこれだけのお金が要るねって

給食費を立てた。ところが滞納が多かったら予算は減る、でも給食は減

りませんって、どこがそのお金を補塡しているんですか。 

 

和田学校給食センター所長 歳出、歳入というのは別になっておりますので、

歳出の賄材料費、食材費については、当初の予算のほうで計上させてい

ただいておりますので、給食費の未納が増えたからといって、子供たち

の給食の小学生２５０円、中学生２９０円という金額が減ることはござ

いません。 

 

宮本政志副分科会長 そんなこと聞いてない。違う違う。ずっと税金から、就

学対象者は給食費をもらっているわけでしょう。それを本来は払わない

といけないわけでしょう、給食センターに。でも、滞納者のうちのもう
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半数近くは払ってないわけでしょう。それ払ってなかったら、そのお金

というのは誰かが補塡しないといけないでしょう。例えば、市が一般財

源から補塡するのか、あるいは滞納がずーっと１０年も２０年もたまっ

ておいてって。だから、その滞納に関しては、誰が補塡しているんです

かっていうの、その予算を。それを今お聞きしたかったの。別に給食の

量が減るか、減らないかということは質疑してない。 

 

藤山教育部長 今副会長言われたように、その分を市の一般財源から払うこと

になっています。 

 

宮本政志副分科会長 それでね、さっき資料恵与してもらったこの支給規則と

いうのは、実はもう目を通していたんだけど、支給要件はいいですよ。

そのあとの１０条とか１３条っていうのにね、支給の方法、ここに預金

の口座に振り込む方法により支給するってこう書いてあるの。認定され

た者の指定する、つまりこれ受給者が指定するところに振り込んでいき

ますよ。認定の取消しには、滞納とかがあった場合は取消しますという

要件ないの。これ、部長、あるいは給食センターの方、おかしいと思い

ませんか。だって生活保護の方は直接センターに払っているんでしょう。

そしたら、この方たちも直接支給せずにセンターに払えば、滞納がなく

なるはずでしょう。滞納があっていい前提ですか。それちょっとお聞き

したいんですけどね。 

 

和田学校給食センター所長 当然滞納があっていいという前提ではないんです

が、学校給食費、令和３年度から公会計化始まりまして、当然この就学

援助につきましても協議のほうはさせていただきました。当初、学校給

食費につきましては、学校給食センターのほうで、今そうなんですが、

５月の初旬にその年度納入通知書を全負担者に送付しております。最初

の１期分の納期限というのが５月末となっております。それに対しまし

て、就学援助費の決定につきましては、６月に入ってからになりますの

で、１期の納期限が来た後の決定となっております。最初の支給につき
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ましては、先ほど言いましたように７月１０日となっておりますので、

この納期限と就学援助費の決定日について、ずれが生じてしまいますの

で、現時点で就学援助費の現物給付、直接、市のほうから市のほうにと

いう形をやっておりません。令和２年度、私会計時点でもちょっと検討

させていただいたときに、そのとき大体１，０００件程度、就学援助を

受けられていたんですが、大体１割程度の方につきましては、直接、就

学援助費を学校のほうに納められてはいたんです。市から学校のほうに

納められていたんですけど、９割の方につきましては、今と同じような

形で御本人の口座に振り込んだ後、学校給食費として別に個人が学校の

ほうに納められたという形になっておりましたので、令和３年度、公会

計始める際に市のほうとしていたしましても、就学援助の取扱いといた

しまして、そういうふうにさせていただきました。 

 

宮本政志副分科会長 令和３年から公会計になったのは分かるの。でも、他の

全国の市町を調べて、公会計始まってます、給食センター持ってます、

そういうところを調べるでしょ、冒頭に僕が言った文科省がもうそうし

なさいって決めているんならそれは無理だけど、さっきの質問の答弁で

は、市がこの規則を変えればできますよって。そうだと思うの。だって、

ほかの市町いっぱいあるもん、そういうのが。そうすると、今の答弁を

聞いていたら、私は、教育委員会のほうがそれをしぶっているのかなと

思っていたんだけど、給食センターがやる気がないのかなと思う。何で

じゃあ生活保護。今あなたは、この５月は何だと言う、７月１０日、１

０月１０日と１２月８日、３月８日、これ出ていますよ、ホームページ

に。これは、また滞納をなくすために、不公平をなくすために、規則を

変えるなり、調整するなりってできるはずですよ。やっているところが

いっぱい全国にあるんだから。それを先ほどから今るる説明を聞くとね、

給食センターがしぶっているんだって、僕は取るの。だから、あなたは

不公平があっていいってことね。つまり税金から支給される、貴重な税

金から給食費払ってねって、渡した方はほかに使って給食費に充ててな

い。滞納どんどん増えるじゃないですか。これね、ちゃんと払いよる市
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民の方がこれ見ていたら怒りますよ。どう思うんですか。いいんですか。

滞納があって良しとするんですね。 

 

和田学校給食センター所長 当然滞納があっていいとは思っておりませんし、

公平性は保つ必要があると考えております。 

 

宮本政志副分科会長 そしたら、教育委員会のほうで仮にね、この規則をやは

りこの不平等をなくしましょうと。ある意味、不正よ、これは。そして

この規則を変更していく場合は、給食センターのほうとしたら、生活保

護受給者と同じように、直接振り込みというのはできますよと。そうい

うことでしょう。できるか、できないかをお聞きしているんですよ。可

能でしょう。 

 

長谷川知司分科会長 センター長答えられますか。 

 

和田学校給食センター所長 可能ではあると思いますが、検討のほうさせてい

ただきたいと思います。 

 

伊場勇委員 やはりその不公平感というか、多分感じられてると思うんですけ

ど、これ規則とかを変えたりしないと変わらないんじゃないですかね。

その保護者の方にもいろいろ事情がおありでしょう。けど、そこでなか

なか改善できないのであれば、規則等々で性善説でいっても、不公平が

あったらいけないわけですから、そこはやっぱり変えなきゃいけない部

分ではあるかと思いますが、今までやってこなかった理由というのは何

かあるんですか。センターのほうからだと思いますね、これは。 

 

和田学校給食センター所長 一つの事例といたしましては、先ほど言いました

ように、公会計始まる前に検討させていただきました。他市等の状況の

ほうも確認させていただきまして、現物給付されている市町もあります

し、うちと同じような形の市町もございます。一つちょっと問題といい
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ますか、先ほど言いましたように、一番最初の期末が５月末というのが

来ます。それがもう５月末に口座振替等で引き落としてしまう形になり

ますと、もう就学援助決定前に落としてしまうことになります。就学援

助を決定した後に、またこちらのほうで入ってくると二重払いというこ

とで過誤納という形になってしまいます。例えば、そのうち１，０００

件の就学援助の決定がございまして、そのうち９００件、９割程度が入

ってきた場合、還付ということになるんですが、その９００件の還付処

理というのが莫大な処理になりまして、その辺をちょっと危惧したとこ

ろもありますし、当然二重払いという形で、一時的に負担増になられる

保護者の方がいらっしゃることになりますので、その辺の御負担も考え

ていた部分もございます。 

 

宮本政志副分科会長 だから、令和３年度から公会計なって、就学援助の対象

者からこれだけ滞納があっても、検討をさっきって言われたけど、しっ

かりとした検討はされてないってことよ。でもね、もう過去に戻れない

んだから、近い将来ね、検討をきっちりされて、今のようなことを検討

ですよ。これをやるに当たって、今おっしゃることって僕は分かるの、

理解できるの。でも、それをクリアするにはどうしたらいいかという検

討にもう入らないと、このままずっといくと、令和６年度、７年度、８

年度、どんどんどんどんこれ雪だるま方式で増えていきますよ。全体的

な今未納のことも大事よ、全体的な未納も。だけど、税金からもらった

ものを充てずにほかに使って、その方を許していいんですかってことを

言ってるんだから、まずは全体の未納率を云々じゃなくて、この就学援

助制度の対象者の給食費の滞納を減らす。なら、もう既に半分になりま

すよ。それに向けて、教育委員会と協力してということが言いたいの。

教育委員会としては、部長どうなんですか。 

 

藤山教育部長 厳しい御指摘ありがとうございます。今、副会長言われました

ように、就学援助費を認定している以外の人も滞納者はいらっしゃいま

す。それはそれでやっていかなきゃいけないと。今の就学援助のシステ



 91 

ムでいうと、どうしても滞納が出ます。例えば極端な言い方、昨年度、

滞納しとったと、就学援助を申請してなかったと、今年申請したと、昨

年度の対応に充ててるわけですよね。そういう事例もあると。それから

先ほど所長が言ってましたように、タイムラグというか、給食がどんど

ん始まっていると、あと払うようになるわけですから、その間やっぱり

未納が出てきたりもします。それとあと一つあるのが、どうしてもこれ

は自主納付というところがありまして、今まで納めてたのに納めてない

と、少し待ってみようか、払ってくれるだろうと。それを待っていると

結局払ってないとか、こういった事例もあるということで、今のうちの

就学援助の支給のシステムについては、未納が発生するケースも多々あ

るかなと思います。御指摘もいただきましたんで、給食センターのほう

でも必ず検討すると思います。前向いてやっていきたいと思います。 

 

宮本政志副分科会長 今部長おっしゃったのは、昨年の決算のときにも教育長

も部長もおっしゃってるんですよ。例えば、滞納に対する職員の負担と

か、あるいは先生方の負担とか、それ本当に心配してお２人ともおっし

ゃったのは分かるんです。だから、そこを無理にこうだ、あーだって僕

は言ってるんじゃない。せめて、まずは目の前の不平等をなくしたら、

取りあえず半分ぐらい滞納者が減るんだから、それに向けて、今部長が

検討されるっておっしゃったんだけど、確かに７月って言っても、最初

がこの令和５年度の７月１０日かな。５月末までに申請の方だから、ち

ょっとそこが厳しいかなって正直思うの。でも、せめて令和６年度から

でも、もうやる前提での検討というのは是非していただきたいと思う。

これはまた議会としてどうしていこうかというのは、この後、またこち

らで話することなんですけど、是非、教育長これ、やはり教育委員会と

いうのは、子供たちに公平とか平等とかっていうことをやっぱり一番教

えていく機関だと思うんで、その辺りを是非もう前向きにやっていくと

いう前提ぐらいの検討していただきたいなと思うんですけど、教育長い

かがですか。 
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長谷川教育長 御意見ありがとうございます。私も同じ思いを持っております。

その制度設計、なかなか難しい点も、クリアしなくちゃいけない点もあ

ると思うんです。これ実は、私もずっと言い続けてきている問題ではあ

るので、やはりその辺のところを少しずつクリアしながら、できるだけ

早い時期に公正公平な負担となるように努めてまいりたいと考えていま

す。 

 

宮本政志副分科会長 はい。お願いします。 

 

長谷川知司分科会長 これはこれでいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）ほ

かに教育委員会関係で質疑があれば受け付けます。もうありませんか。

（「ありません」と呼ぶ者あり）では、これで教育委員会の審査を終了

いたします。これで総務文教分科会を終了いたします。お疲れ様でした。 

 

 

午後３時６分 散会 

 

令和５年（2023 年）２月２７日 

  

     一般会計予算決算常任委員会総務文教分科会長 長谷川 知司 


